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(54)【発明の名称】 表示装置

(57)【要約】
【課題】  発光装置の消費電力を抑えることを課題とす
る。
【解決手段】  画素部に表示される画像の明るさによっ
て画像の明暗を反転させるか、または、画素部に入力さ
れるデジタルビデオ信号のビットを下位の方から削除し
てビット数を落とすか、または、発光装置に温度モニタ
ー用の発光素子を設けて有機化合物層の温度が変化して
も画素部に設けられた発光素子に流れる電流の大きさが
常に一定に保たれるようにすることで、温度の上昇に伴
って発光素子に流れる電流が増加するのを抑えること
で、表示装置の消費電力を抑える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】複数の画素を有する表示装置であって、
前記複数の画素に入力されるビデオ信号の極性を反転す
ることによって、前記複数の画素の輝度を変えることを
特徴とする表示装置。
【請求項２】複数の画素を有する画素部と、ソース信号
線駆動回路とを有する表示装置であって、
前記ソース信号線駆動回路は出力の極性を切り替える切
り替え回路を有しており、
前記切り替え回路に入力されたビデオ信号は、前記切り
替え回路に入力される切り替え信号によって極性が反転
し、前記複数の画素に入力することを特徴とする表示装
置。
【請求項３】複数の画素を有する画素部と、ソース信号
線駆動回路とを有する表示装置であって、
前記複数の画素は発光素子をそれぞれ有しており、
前記ソース信号線駆動回路はシフトレジスタと、１つま
たは複数のラッチと、切り替え回路とを有しており、
前記１つまたは複数のラッチから前記切り替え回路に入
力されたデジタルビデオ信号は、前記切り替え回路に入
力される切り替え信号によって極性が反転し、前記複数
の画素に入力することを特徴とする表示装置。
【請求項４】複数の画素を有する画素部と、ソース信号
線駆動回路とを有する表示装置であって、
前記複数の画素は発光素子をそれぞれ有しており、
前記ソース信号線駆動回路はシフトレジスタと、１つま
たは複数のラッチと、切り替え回路とを有しており、
前記１つまたは複数のラッチから前記切り替え回路に入
力されたデジタルビデオ信号は、前記切り替え回路に入
力される切り替え信号によって極性が反転し、前記複数
の画素に入力しており、
１フレーム期間中における全ての前記発光素子の発光す
る期間の長さの平均が、１フレーム期間中における全て
の前記発光素子の発光する期間の長さの最大値の半分以
下であることを特徴とする表示装置。
【請求項５】請求項２乃至請求項４のいずれか１項にお
いて、
前記切り替え回路はインバーターと、第１のアナログス
イッチと、第２のアナログスイッチとを有しており、
前記切り替え回路に入力されたビデオ信号は、前記イン
バーターを介して前記第１のアナログスイッチの入力端
子に入力し、
前記切り替え回路に入力されたビデオ信号は、前記第２
のアナログスイッチの入力端子に入力し、
切り替え信号が前記第１のアナログスイッチの第１の制
御入力端子及び前記第２のアナログスイッチの第２の制
御入力端子から入力し、
前記切り替え信号の極性が反転した信号が前記第１のア
ナログスイッチの第２の制御入力端子及び前記第１のア
ナログスイッチの第２の制御入力端子から入力し、
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前記第１のアナログスイッチ及び前記第２のアナログス
イッチの出力端子から出力される信号が、前記切り替え
回路から出力されることを特徴とする表示装置。
【請求項６】請求項２乃請求項４のいずれか１項におい
て、
前記切り替え回路はインバーターと、第１のＮＡＮＤ
と、第２のＮＡＮＤと、ＮＯＲとを有しており、
前記第１のＮＡＮＤに、切り替え信号と、前記インバー
ターを介してビデオ信号とが入力され、
前記第２のＮＡＮＤに、前記切り替え信号の極性を反転
させた信号と、前記ビデオ信号とが入力され、
前記第１のＮＡＮＤから出力された信号と、前記第２の
ＮＡＮＤから出力された信号とが前記ＮＯＲに入力さ
れ、
前記ＮＯＲから出力された信号が前記切り替え回路から
出力されることを特徴とする表示装置。
【請求項７】複数の画素とソース信号線駆動回路とを有
する表示装置であって、
前記ソース信号線駆動回路に入力されるビデオ信号のう
ち、上位ビットのビデオ信号のみが前記複数の画素に入
力されることを特徴とする表示装置。
【請求項８】複数の画素を有する画素部と、ソース信号
線駆動回路とを有する表示装置であって、
前記ソース信号線駆動回路は、シフトレジスタと、第１
のラッチと、第２のラッチと、クロック信号制御回路と
を有しており、
前記クロック信号制御回路を介してクロック信号が前記
シフトレジスタに入力されることによって、前記シフト
レジスタからタイミング信号が出力され、
前記タイミング信号によって前記第１のラッチにビデオ
信号が入力されて保持され、
ラッチ信号によって、前記第１のラッチに保持されたビ
デオ信号が前記第２のラッチに入力されて保持され、
前記第２のラッチに入力されて保持されたビデオ信号
は、前記複数の画素に入力され、
前記クロック信号制御回路は、一定の期間、前記クロッ
ク信号の代わりに、一定の固定電位を前記シフトレジス
タに与えることで、前記第１のラッチに入力して保持す
るビデオ信号のビット数を減らしていることを特徴とす
る表示装置。
【請求項９】請求項８において、
前記クロック信号制御回路はＮＡＮＤとインバーターと
を有しており、
前記ＮＡＮＤにクロック信号と選択信号とが入力され、
前記ＮＡＮＤから出力された信号は前記インバーターを
介して前記クロック信号制御回路から出力されることを
特徴とする表示装置。
【請求項１０】請求項８において、
前記クロック信号制御回路は第１のアナログスイッチ
と、第２のアナログスイッチと、インバーターとを有し
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ており、
前記インバーターを介して、前記第１のアナログスイッ
チの第２の制御入力端子及び前記第２のアナログスイッ
チの第１の制御入力端子に選択信号が入力され、
前記第１のアナログスイッチの第１の制御入力端子及び
前記第２のアナログスイッチの第２の制御入力端子に選
択信号が入力され、
前記第１のアナログスイッチの入力端子にクロック信号
が入力され、
前記第２のアナログスイッチの入力端子に固定電位が与
えられ、
前記第１のアナログスイッチ及び前記第２のアナログス
イッチの出力端子から出力された信号は、前記クロック
信号制御回路から出力されることを特徴とする表示装
置。
【請求項１１】複数の画素を有する画素部と、ソース信
号線駆動回路と、を有する表示装置であって、
前記ソース信号線駆動回路は、シフトレジスタと、第１
のラッチと、第２のラッチと、タイミング信号制御回路
とを有しており、
前記シフトレジスタから出力されたタイミング信号が前
記タイミング信号制御回路を介して前記第１のラッチに
入力され、
前記第１のラッチに入力された前記タイミング信号によ
って、前記第１のラッチにビデオ信号が入力されて保持
され、
ラッチ信号によって、前記第１のラッチに保持されたビ
デオ信号が前記第２のラッチに入力されて保持され、
前記第２のラッチに入力されて保持されたビデオ信号
は、前記複数の画素に入力され、
前記タイミング信号制御回路は、一定の期間、前記シフ
トレジスタから出力された前記タイミング信号の代わり
に、一定の固定電位を前記第１のラッチに与えること
で、前記第１のラッチに入力して保持するビデオ信号の
ビット数を減らしていることを特徴とする表示装置。
【請求項１２】請求項１１において、
前記タイミング信号制御回路はＮＡＮＤとインバーター
とを有しており、
前記ＮＡＮＤにタイミング信号と選択信号とが入力さ
れ、
前記ＮＡＮＤから出力された信号は前記インバーターを
介して前記タイミング信号制御回路から出力されること
を特徴とする表示装置。
【請求項１３】請求項１１において、
前記タイミング信号制御回路は第１のアナログスイッチ
と、第２のアナログスイッチと、インバーターとを有し
ており、
前記インバーターを介して、前記第１のアナログスイッ
チの第２の制御入力端子及び前記第２のアナログスイッ
チの第１の制御入力端子に選択信号が入力され、
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前記第１のアナログスイッチの第１の制御入力端子及び
前記第２のアナログスイッチの第２の制御入力端子に選
択信号が入力され、
前記第１のアナログスイッチの入力端子にタイミング信
号が入力され、
前記第２のアナログスイッチの入力端子に固定電位が与
えられ、
前記第１のアナログスイッチ及び前記第２のアナログス
イッチの出力端子から出力された信号は、前記タイミン
グ信号制御回路から出力されることを特徴とする表示装
置。
【請求項１４】複数の画素を有する画素部と、ソース信
号線駆動回路とを有する表示装置であって、
前記ソース信号線駆動回路は、シフトレジスタと、第１
のラッチと、第２のラッチと、スタートパルス信号制御
回路とを有しており、
前記スタートパルス信号制御回路を介してスタートパル
ス信号が前記シフトレジスタに入力されることによっ
て、前記シフトレジスタからタイミング信号が出力さ
れ、
前記タイミング信号によって前記第１のラッチにビデオ
信号が入力されて保持され、
ラッチ信号によって、前記第１のラッチに保持されたビ
デオ信号が前記第２のラッチに入力されて保持され、
前記第２のラッチに入力されて保持されたビデオ信号
は、前記複数の画素に入力され、
前記スタートパルス信号制御回路は、一定の期間、前記
スタートパルス信号の代わりに、一定の固定電位を前記
シフトレジスタに与えることで、前記第１のラッチに入
力して保持するビデオ信号のビット数を減らしているこ
とを特徴とする表示装置。
【請求項１５】請求項１４において、
前記スタートパルス信号制御回路はＮＡＮＤとインバー
ターとを有しており、
前記ＮＡＮＤにスタートパルス信号と選択信号とが入力
され、
前記ＮＡＮＤから出力された信号は前記インバーターを
介して前記スタートパルス信号制御回路から出力される
ことを特徴とする表示装置。
【請求項１６】請求項１４において、
前記スタートパルス信号制御回路は第１のアナログスイ
ッチと、第２のアナログスイッチと、インバーターとを
有しており、
前記インバーターを介して、前記第１のアナログスイッ
チの第２の制御入力端子及び前記第２のアナログスイッ
チの第１の制御入力端子に選択信号が入力され、
前記第１のアナログスイッチの第１の制御入力端子及び
前記第２のアナログスイッチの第２の制御入力端子に選
択信号が入力され、
前記第１のアナログスイッチの入力端子にスタートパル
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ス信号が入力され、
前記第２のアナログスイッチの入力端子に固定電位が与
えられ、
前記第１のアナログスイッチ及び前記第２のアナログス
イッチの出力端子から出力された信号は、前記スタート
パルス信号制御回路から出力されることを特徴とする表
示装置。
【請求項１７】複数の発光素子を有する複数の画素と、
モニター用発光素子とを有する表示装置であって、前記
モニター用発光素子の温度特性を用いて前記複数の発光
素子を流れる電流の温度による変動を小さくすることを
特徴とする表示装置。
【請求項１８】複数の画素を有する画素部と、電源供給
線と、バッファアンプと、モニター用発光素子と、定電
流源とを有する表示装置であって、
前記複数の画素は薄膜トランジスタと発光素子をそれぞ
れ有しており、
前記モニター用発光素子及び前記発光素子は第１の電極
と、第２の電極と、前記第１の電極と前記第２の電極と
の間に設けられた有機化合物層とをそれぞれ有してお
り、
前記モニター用発光素子の第１の電極と前記定電流源と
は接続されており、
前記モニター用発光素子の第１の電極と前記バッファア
ンプの非反転入力端子が接続されており、
前記バッファアンプの出力端子は前記電源供給線に接続
されており、
前記電源供給線の電位は前記薄膜トランジスタを介して
前記発光素子の第１の電極に与えられていることを特徴
とする表示装置。
【請求項１９】複数の画素を有する画素部と、電源供給
線と、バッファアンプと、モニター用発光素子と、定電
流源と、加算回路とを有する表示装置であって、
前記複数の画素は薄膜トランジスタと発光素子をそれぞ
れ有しており、
前記モニター用発光素子及び前記発光素子は第１の電極
と、第２の電極と、前記第１の電極と前記第２の電極と
の間に設けられた有機化合物層とをそれぞれ有してお
り、
前記モニター用発光素子の第１の電極と前記定電流源と
は接続されており、
前記モニター用発光素子の第１の電極と前記バッファア
ンプの非反転入力端子が接続されており、
前記バッファアンプの出力端子は加算回路の入力端子に
接続されており、
前記加算回路の出力端子は前記電源供給線に接続されて
おり、
前記加算回路の入力端子と出力端子とは、常に一定の電
位差を有しており、
前記電源供給線の電位は前記薄膜トランジスタを介して*
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*前記発光素子の第１の電極に与えられていることを特徴
とする表示装置。
【請求項２０】請求項１乃至請求項１９のいずれか１項
に記載の前記表示装置を用いることを特徴とするビデオ
カメラ。
【請求項２１】請求項１乃至請求項１９のいずれか１項
に記載の前記表示装置を用いることを特徴とする画像再
生装置。
【請求項２２】請求項１乃至請求項１９のいずれか１項
に記載の前記表示装置を用いることを特徴とするヘッド
マウントディスプレイ。
【請求項２３】請求項１乃至請求項１９のいずれか１項
に記載の前記表示装置を用いることを特徴とする携帯電
話。
【請求項２４】請求項１乃至請求項１９のいずれか１項
に記載の前記表示装置を用いることを特徴とする携帯情
報端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、基板上に形成され
た発光素子を、該基板とカバー材の間に封入した表示用
パネルに関する。また、該表示用パネルにＩＣを実装し
た表示用モジュールに関する。なお本明細書において、
表示用パネル及び表示用モジュールを発光装置と総称す
る。本発明はさらに、該発光装置を用いた電子機器に関
する。
【０００２】
【従来の技術】近年、基板上にＴＦＴを形成する技術が
大幅に進歩し、アクティブマトリクス型表示装置への応
用開発が進められている。特に、ポリシリコン膜を用い
たＴＦＴは、従来のアモルファスシリコン膜を用いたＴ
ＦＴよりも電界効果移動度（モビリティともいう）が高
いので、高速動作が可能である。そのため、従来、基板
外の駆動回路で行っていた画素の制御を、画素と同一の
基板上に形成した駆動回路で行うことが可能となってい
る。
【０００３】このようなアクティブマトリクス型表示装
置は、同一基板上に様々な回路や素子を作り込むことで
製造コストの低減、表示装置の小型化、歩留まりの上
昇、スループットの低減など、様々な利点が得られる。
【０００４】そしてさらに、自発光型素子として発光素
子を有したアクティブマトリクス型の発光装置の研究が
活発化している。発光装置は有機ＥＬディスプレイ（Ｏ
ＥＬＤ：Organic EL Display）又は有機ライトエミッテ
ィングダイオード（ＯＬＥＤ：Organic Light Emitting
 Diode）とも呼ばれている。
【０００５】発光装置は、液晶ディスプレイと異なり自
発光型である。発光素子は一対の電極（陽極と陰極）間
に、電場を加えることでルミネッセンスが発生する有機
化合物を含む層（以下、有機化合物層と記す）が挟まれ
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7
た構造となっているが、有機化合物層は通常、積層構造
となっている。代表的には、コダック・イーストマン・
カンパニーのTangらが提案した「正孔輸送層／発光層／
電子輸送層」という積層構造が挙げられる。この構造は
非常に発光効率が高く、現在、研究開発が進められてい
る発光装置は殆どこの構造を採用している。
【０００６】有機化合物におけるルミネッセンスには、
一重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（蛍光）と
三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（リン光）
とがあるが、本発明の発光装置は、上述した発光のうち
のいずれか一方の発光を用いても良いし、または両方の
発光を用いても良い。
【０００７】また他にも、陽極上に正孔注入層／正孔輸
送層／発光層／電子輸送層、または正孔注入層／正孔輸
送層／発光層／電子輸送層／電子注入層の順に積層する
構造でも良い。発光層に対して蛍光性色素等をドーピン
グしても良い。
【０００８】本明細書において陰極と陽極の間に設けら
れる全ての層を総称して有機化合物層と呼ぶ。よって上
述した正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、
電子注入層等は、全て有機化合物層に含まれる。
【０００９】そして、上記構造でなる有機化合物層に一
対の電極から所定の電圧をかけ、それにより発光層にお
いてキャリアの再結合が起こって発光する。なお本明細
書において発光素子が発光することを、発光素子が駆動
すると呼ぶ。また、本明細書中では、陽極、有機化合物
層及び陰極で形成される発光素子を発光素子と呼ぶ。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】発光装置はバックライ
トを用いる必要がないことから、液晶ディスプレイに比
べて、ディスプレイ自身の厚さと重さを抑えることがで
きる。そのため近年、発光装置は液晶ディスプレイに代
わり、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電
話、携帯型ゲーム機または電子書籍等）の表示部に用い
られるようになっている。
【００１１】そして携帯情報端末の消費電力を抑えるた
めに、表示部に用いる発光装置の消費電力を抑えること
が望まれていた。
【００１２】また近年、テレビやラジオなどの放送局側
のデジタル化に加え、家庭用の受信機やＶＴＲなどもデ
ジタル化が進んでいる。そして放送システムのデジタル
化の次の段階は、放送電波のデジタル化、すなわちデジ
タル放送の実現であり、これに向けて盛んに研究開発が
行われている。
【００１３】発光装置のデジタル駆動には時間階調表示
がある。時間階調表示とは１フレーム期間中に発光素子
が発光する時間を制御することで階調表示を行う駆動方
法である。
【００１４】発光装置をデジタル駆動で時間階調表示さ
せた場合、表示する画像の階調数を高くすると、画素に
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入力される画像情報を有するデジタルのビデオ信号（デ
ジタルビデオ信号）が書き換えられる回数が多くなる。
そのため画素にデジタルビデオ信号を入力するための駆
動回路群の消費電力が大きくなってしまい、発光装置の
消費電力が大きくなる。
【００１５】また発光素子は自発光型であるため、表示
する画像によって発光素子が１フレーム期間中に発光す
る期間が左右される。そのため発光装置の消費電力は、
表示する画像によって左右される。
【００１６】またさらに発光素子に流れる電流の大きさ
は、温度によっても左右される。発光素子の電極間にか
かる電圧が同じであっても、発光素子が有する温度特性
によって、有機化合物層の温度が高くなれば高くなるほ
ど、発光素子を流れる電流は大きくなる。よって発光装
置を使用する環境温度が高ければ高いほど、発光装置の
消費電力が大きくなり、発光素子の輝度も上昇してしま
う。
【００１７】本発明は上述したことに鑑み、発光装置及
び発光装置を表示部に用いる電子機器の消費電力を抑え
ることを課題とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】本発明の第１の構成は、
発光装置において、モノクロの表示を行う場合、画素部
に表示される画像によって画像の明暗を反転させること
を特徴とする。
【００１９】上記構成によって、発光素子に流れる電流
の大きさをある程度抑えることができ、発光装置の消費
電力を抑えることができる。
【００２０】また本発明の第２の構成は、デジタル駆動
の時分割階調表示を行う発光装置において、発光装置が
有するソース信号線駆動回路に入力されたデジタルビデ
オ信号を、そのビット数を落としてから画素部に入力す
ることを特徴とする。具体的には、最下位ビットのデジ
タルビデオ信号から順に切り捨てることによって、画素
部に入力されるデジタルビデオ信号のビット数を落とし
てゆく。
【００２１】上記構成によって、画素に入力されるデジ
タルビデオ信号のビット数が少なくなるので、ソース信
号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路によってデジタ
ルビデオ信号が画素に書き込まれる回数が少なくなる。
そのためソース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回
路の消費電力を抑えることができ、発光装置の消費電力
も抑えることができる。
【００２２】また本発明の第３の構成では、発光装置に
温度モニター用の発光素子を設ける。そして温度モニタ
ー用の発光素子の一方の電極を定電流源に接続する。そ
してモニター用の発光素子の温度特性を用いて、画素の
発光素子を流れる電流の大きさを一定に保つ。
【００２３】上記構成によって、有機化合物層の温度が
変化しても画素の発光素子を流れる電流の大きさを一定



(6) 特開２００２－３３３８６１

10

20

30

40

50

9
に保つことができる。よって発光装置の環境温度が上昇
しても、発光装置の消費電力が大きくなるのを抑えるこ
とができ、輝度も一定に保つことができる。
【００２４】本発明は上述した第１から第３の構成によ
って、発光装置及び該発光装置を用いた電子機器の消費
電力を抑えることが可能である。なお本発明は、第１か
ら第３の構成のいずれか１つを有していればよい。また
第１から第３の構成のうちの複数の構成を有していても
良いし、全てを有していても良い。
【００２５】以下に本発明の構成を示す。
【００２６】本発明によって、複数の画素を有する表示
装置であって、前記複数の画素に入力されるデジタルビ
デオ信号の極性を反転することによって、前記複数の画
素の輝度を変えることを特徴とする表示装置が提供され
る。
【００２７】本発明によって、複数の画素を有する画素
部と、ソース信号線駆動回路とを有する表示装置であっ
て、前記ソース信号線駆動回路は出力の極性を切り替え
る切り替え回路を有しており、前記切り替え回路に入力
されたデジタルビデオ信号は、前記切り替え回路に入力
される切り替え信号によって極性が反転し、前記複数の
画素に入力することを特徴とする表示装置が提供され
る。
【００２８】本発明によって、複数の画素を有する画素
部と、ソース信号線駆動回路とを有する表示装置であっ
て、前記複数の画素は発光素子をそれぞれ有しており、
前記ソース信号線駆動回路はシフトレジスタと、１つま
たは複数のラッチと、切り替え回路とを有しており、前
記１つまたは複数のラッチから前記切り替え回路に入力
されたデジタルビデオ信号は、前記切り替え回路に入力
される切り替え信号によって極性が反転し、前記複数の
画素に入力することを特徴とする表示装置が提供され
る。
【００２９】本発明によって、複数の画素を有する画素
部と、ソース信号線駆動回路とを有する表示装置であっ
て、前記複数の画素は発光素子をそれぞれ有しており、
前記ソース信号線駆動回路はシフトレジスタと、１つま
たは複数のラッチと、切り替え回路とを有しており、前
記１つまたは複数のラッチから前記切り替え回路に入力
されたデジタルビデオ信号は、前記切り替え回路に入力
される切り替え信号によって極性が反転し、前記複数の
画素に入力しており、１フレーム期間中における全ての
前記発光素子の発光する期間の長さの平均が、１フレー
ム期間中における全ての前記発光素子の発光する期間の
長さの最大値の半分以下であることを特徴とする表示装
置が提供される。
【００３０】前記切り替え回路はインバーターと、第１
のアナログスイッチと、第２のアナログスイッチとを有
しており、前記切り替え回路に入力されたデジタルビデ
オ信号は、前記インバーターを介して前記第１のアナロ
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グスイッチの入力端子に入力し、また前記１つまたは複
数のラッチから出力されたデジタルビデオ信号は、前記
第２のアナログスイッチの入力端子に入力し、切り替え
信号が前記第１のアナログスイッチの第１の制御入力端
子及び前記第２のアナログスイッチの第２の制御入力端
子から入力し、前記切り替え信号の極性が反転した信号
が前記第１のアナログスイッチの第２の制御入力端子及
び前記第１のアナログスイッチの第２の制御入力端子か
ら入力し、前記第１のアナログスイッチ及び前記第２の
アナログスイッチの出力端子から出力される信号が、前
記切り替え回路から出力されることを特徴としていても
良い。
【００３１】前記切り替え回路はインバーターと、第１
のＮＡＮＤと、第２のＮＡＮＤと、ＮＯＲとを有してお
り、前記第１のＮＡＮＤに、切り替え信号と、前記イン
バーターを介してデジタルビデオ信号とが入力され、前
記第２のＮＡＮＤに、前記切り替え信号の極性を反転さ
せた信号と、前記デジタルビデオ信号とが入力され、前
記第１のＮＡＮＤから出力された信号と、前記第２のＮ
ＡＮＤから出力された信号とが前記ＮＯＲに入力され、
前記ＮＯＲから出力された信号が前記切り替え回路から
出力されることを特徴としていても良い。
【００３２】本発明によって、複数の画素とソース信号
線駆動回路とを有する表示装置であって、前記ソース信
号線駆動回路に入力されるデジタルビデオ信号のうち、
上位ビットのデジタルビデオ信号のみが前記複数の画素
に入力されることを特徴とする表示装置が提供される。
【００３３】本発明によって、複数の画素を有する画素
部と、ソース信号線駆動回路とを有する表示装置であっ
て、前記ソース信号線駆動回路は、シフトレジスタと、
第１のラッチと、第２のラッチと、クロック信号制御回
路とを有しており、前記クロック信号制御回路を介して
クロック信号が前記シフトレジスタに入力されることに
よって、前記シフトレジスタからタイミング信号が出力
され、前記タイミング信号によって前記第１のラッチに
デジタルビデオ信号が入力されて保持され、ラッチ信号
によって、前記第１のラッチに保持されたデジタルビデ
オ信号が前記第２のラッチに入力されて保持され、前記
第２のラッチに入力されて保持されたデジタルビデオ信
号は、前記複数の画素に入力され、前記クロック信号制
御回路は、一定の期間、前記クロック信号の代わりに、
一定の固定電位を前記シフトレジスタに与えることで、
前記第１のラッチに入力して保持するデジタルビデオ信
号のビット数を減らしていることを特徴とする表示装置
が提供される。
【００３４】前記クロック信号制御回路はＮＡＮＤとイ
ンバーターとを有しており、前記ＮＡＮＤにクロック信
号と選択信号とが入力され、前記ＮＡＮＤから出力され
た信号は前記インバーターを介して前記クロック信号制
御回路から出力されることを特徴としていても良い。
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【００３５】前記クロック信号制御回路は第１のアナロ
グスイッチと、第２のアナログスイッチと、インバータ
ーとを有しており、前記インバーターを介して、前記第
１のアナログスイッチの第２の制御入力端子及び前記第
２のアナログスイッチの第１の制御入力端子に選択信号
が入力され、前記第１のアナログスイッチの第１の制御
入力端子及び前記第２のアナログスイッチの第２の制御
入力端子に選択信号が入力され、前記第１のアナログス
イッチの入力端子にクロック信号が入力され、前記第２
のアナログスイッチの入力端子に固定電位が与えられ、
前記第１のアナログスイッチ及び前記第２のアナログス
イッチの出力端子から出力された信号は、前記クロック
信号制御回路から出力されることを特徴としていても良
い。
【００３６】本発明によって、複数の画素を有する画素
部と、ソース信号線駆動回路と、を有する表示装置であ
って、前記ソース信号線駆動回路は、シフトレジスタ
と、第１のラッチと、第２のラッチと、タイミング信号
制御回路とを有しており、前記シフトレジスタから出力
されたタイミング信号が前記タイミング信号制御回路を
介して前記第１のラッチに入力され、前記第１のラッチ
に入力された前記タイミング信号によって、前記第１の
ラッチにデジタルビデオ信号が入力されて保持され、ラ
ッチ信号によって、前記第１のラッチに保持されたデジ
タルビデオ信号が前記第２のラッチに入力されて保持さ
れ、前記第２のラッチに入力されて保持されたデジタル
ビデオ信号は、前記複数の画素に入力され、前記タイミ
ング信号制御回路は、一定の期間、前記シフトレジスタ
から出力された前記タイミング信号の代わりに、一定の
固定電位を前記第１のラッチに与えることで、前記第１
のラッチに入力して保持するデジタルビデオ信号のビッ
ト数を減らしていることを特徴とする表示装置が提供さ
れる。
【００３７】前記タイミング信号制御回路はＮＡＮＤと
インバーターとを有しており、前記ＮＡＮＤにタイミン
グ信号と選択信号とが入力され、前記ＮＡＮＤから出力
された信号は前記インバーターを介して前記タイミング
信号制御回路から出力されることを特徴としていても良
い。
【００３８】前記タイミング信号制御回路は第１のアナ
ログスイッチと、第２のアナログスイッチと、インバー
ターとを有しており、前記インバーターを介して、前記
第１のアナログスイッチの第２の制御入力端子及び前記
第２のアナログスイッチの第１の制御入力端子に選択信
号が入力され、前記第１のアナログスイッチの第１の制
御入力端子及び前記第２のアナログスイッチの第２の制
御入力端子に選択信号が入力され、前記第１のアナログ
スイッチの入力端子にタイミング信号が入力され、前記
第２のアナログスイッチの入力端子に固定電位が与えら
れ、前記第１のアナログスイッチ及び前記第２のアナロ
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グスイッチの出力端子から出力された信号は、前記タイ
ミング信号制御回路から出力されることを特徴としてい
ても良い。
【００３９】本発明によって、複数の画素を有する画素
部と、ソース信号線駆動回路とを有する表示装置であっ
て、前記ソース信号線駆動回路は、シフトレジスタと、
第１のラッチと、第２のラッチと、スタートパルス信号
制御回路とを有しており、前記スタートパルス信号制御
回路を介してスタートパルス信号が前記シフトレジスタ
に入力されることによって、前記シフトレジスタからタ
イミング信号が出力され、前記タイミング信号によって
前記第１のラッチにデジタルビデオ信号が入力されて保
持され、ラッチ信号によって、前記第１のラッチに保持
されたデジタルビデオ信号が前記第２のラッチに入力さ
れて保持され、前記第２のラッチに入力されて保持され
たデジタルビデオ信号は、前記複数の画素に入力され、
前記スタートパルス信号制御回路は、一定の期間、前記
スタートパルス信号の代わりに、一定の固定電位を前記
シフトレジスタに与えることで、前記第１のラッチに入
力して保持するデジタルビデオ信号のビット数を減らし
ていることを特徴とする表示装置が提供される。
【００４０】前記スタートパルス信号制御回路はＮＡＮ
Ｄとインバーターとを有しており、前記ＮＡＮＤにスタ
ートパルス信号と選択信号とが入力され、前記ＮＡＮＤ
から出力された信号は前記インバーターを介して前記ス
タートパルス信号制御回路から出力されることを特徴と
していても良い。
【００４１】前記スタートパルス信号制御回路は第１の
アナログスイッチと、第２のアナログスイッチと、イン
バーターとを有しており、前記インバーターを介して、
前記第１のアナログスイッチの第２の制御入力端子及び
前記第２のアナログスイッチの第１の制御入力端子に選
択信号が入力され、前記第１のアナログスイッチの第１
の制御入力端子及び前記第２のアナログスイッチの第２
の制御入力端子に選択信号が入力され、前記第１のアナ
ログスイッチの入力端子にスタートパルス信号が入力さ
れ、前記第２のアナログスイッチの入力端子に固定電位
が与えられ、前記第１のアナログスイッチ及び前記第２
のアナログスイッチの出力端子から出力された信号は、
前記スタートパルス信号制御回路から出力されることを
特徴としていても良い。
【００４２】本発明によって、複数の発光素子を有する
複数の画素と、モニター用発光素子とを有する表示装置
であって、前記モニター用発光素子の温度特性を用いて
前記複数の発光素子を流れる電流の大きさを一定に保つ
ことを特徴とする表示装置が提供される。
【００４３】本発明によって、複数の画素を有する画素
部と、電源供給線と、バッファアンプと、モニター用発
光素子と、定電流源とを有する表示装置であって、前記
複数の画素は薄膜トランジスタと発光素子をそれぞれ有
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しており、前記モニター用発光素子及び前記発光素子は
第１の電極と、第２の電極と、前記第１の電極と前記第
２の電極との間に設けられた有機化合物層とをそれぞれ
有しており、前記モニター用発光素子の第１の電極と前
記定電流源とは接続されており、前記モニター用発光素
子の第１の電極と前記バッファアンプの非反転入力端子
が接続されており、前記バッファアンプの出力端子は前
記電源供給線に接続されており、前記電源供給線の電位
は前記薄膜トランジスタを介して前記発光素子の第１の
電極に与えられていることを特徴とする表示装置が提供
される。
【００４４】本発明によって、複数の画素を有する画素
部と、電源供給線と、バッファアンプと、モニター用発
光素子と、定電流源と、加算回路とを有する表示装置で
あって、前記複数の画素は薄膜トランジスタと発光素子
をそれぞれ有しており、前記モニター用発光素子及び前
記発光素子は第１の電極と、第２の電極と、前記第１の
電極と前記第２の電極との間に設けられた有機化合物層
とをそれぞれ有しており、前記モニター用発光素子の第
１の電極と前記定電流源とは接続されており、前記モニ
ター用発光素子の第１の電極と前記バッファアンプの非
反転入力端子が接続されており、前記バッファアンプの
出力端子は加算回路の入力端子に接続されており、前記
加算回路の出力端子は前記電源供給線に接続されてお
り、前記加算回路の入力端子と出力端子とは、常に一定
の電位差を有しており、前記電源供給線の電位は前記薄
膜トランジスタを介して前記発光素子の第１の電極に与
えられていることを特徴とする表示装置が提供される。
【００４５】本発明は、前記表示装置を用いることを特
徴とするビデオカメラ、画像再生装置、ヘッドマウント
ディスプレイ、携帯電話または携帯情報端末であっても
良い。
【００４６】
【発明の実施の形態】（実施の形態１）本発明の第１の
構成について説明する。本発明の第１の構成を有する発
光装置のブロック図を、図１に示す。
【００４７】１０１は画素部であり、複数の画素がマト
リクス状に設けられている。１０２はソース信号線駆動
回路であって、１０３はゲート信号線駆動回路である。
【００４８】ソース信号線駆動回路１０２はシフトレジ
スタ１０２－１、ラッチ（Ａ）１０２－２、ラッチ
（Ｂ）１０２－３、切り替え回路１０２－４を有してい
る。なお本発明のソース信号線駆動回路は、上述したも
のの他にレベルシフトやバッファ等を有していても良
い。
【００４９】また図示しないが、ゲート信号線駆動回路
１０３はシフトレジスタ、バッファを有している。また
場合によっては、シフトレジスタ、バッファの他にレベ
ルシフトを有していても良い。ゲート信号線には、１ラ
イン分の画素ＴＦＴのゲート電極が接続されており、１
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ライン分全ての画素ＴＦＴを同時にＯＮにしなくてはな
らないので、バッファは大きな電流を流すことが可能な
ものが用いられる。
【００５０】ソース信号線駆動回路１０２において、シ
フトレジスタ１０２－１にクロック信号（ＣＬＫ）およ
びスタートパルス（ＳＰ）が入力される。シフトレジス
タ１０２－１は、これらのクロック信号（ＣＬＫ）およ
びスタートパルス（ＳＰ）に基づきタイミング信号を順
に発生させ、後段の回路へタイミング信号を順次供給す
る。
【００５１】なお、シフトレジスタ１０２－１から出力
されるタイミング信号をバッファ等（図示せず）を通し
て後段の回路へタイミング信号を順次供給しても良い。
シフトレジスタ１０２－１からのタイミング信号は、バ
ッファ等によって緩衝増幅される。タイミング信号が供
給される配線には、多くの回路あるいは素子が接続され
ているために負荷容量（寄生容量）が大きい。この負荷
容量が大きいために生ずるタイミング信号の立ち上がり
または立ち下がりの”鈍り”を防ぐために、このバッフ
ァが設けられる。
【００５２】シフトレジスタ１０２－１から出力された
タイミング信号は、ラッチ（Ａ）１０２－２に供給され
る。ラッチ（Ａ）１０２－２は、ｎビットのデジタルビ
デオ信号（n bit digital video signals）を処理する
複数のステージのラッチを有している。ラッチ（Ａ）１
０２－２は、前記タイミング信号が入力されると、ソー
ス信号線駆動回路１０２の外部から供給されるｎビット
のデジタルビデオ信号を順次取り込み、保持する。
【００５３】なお、ラッチ（Ａ）１０２－２にデジタル
ビデオ信号を取り込む際に、ラッチ（Ａ）１０２－２が
有する複数のステージのラッチに、順にデジタルビデオ
信号を入力しても良い。しかし本発明はこの構成に限定
されない。ラッチ（Ａ）１０２－２が有する複数のステ
ージのラッチをいくつかのグループに分け、グループご
とに並行して同時にデジタルビデオ信号を入力する、い
わゆる分割駆動を行っても良い。なおこのときのグルー
プの数を分割数と呼ぶ。例えば４つのステージごとにラ
ッチをグループに分けた場合、４分割で分割駆動すると
言う。
【００５４】ラッチ（Ａ）１０２－２の全てのステージ
のラッチにデジタルビデオ信号の書き込みが一通り終了
するまでの期間を、ライン期間と呼ぶ。すなわち、ラッ
チ（Ａ）１０２－２中で一番左側のステージのラッチに
デジタルビデオ信号の書き込みが開始される時点から、
一番右側のステージのラッチにデジタルビデオ信号の書
き込みが終了する時点までの時間間隔がライン期間であ
る。実際には、上記ライン期間に水平帰線期間が加えら
れた期間をライン期間に含むことがある。
【００５５】１ライン期間が終了すると、ラッチ（Ｂ）
１０２－３にラッチ信号（Latch Signals）が供給され



(9) 特開２００２－３３３８６１

10

20

30

40

50

15
る。この瞬間、ラッチ（Ａ）１０２－２に書き込まれ保
持されているデジタルビデオ信号は、ラッチ（Ｂ）１０
２－３に一斉に送出され、ラッチ（Ｂ）１０２－３の全
ステージのラッチに書き込まれ、保持される。
【００５６】デジタルビデオ信号をラッチ（Ｂ）１０２
－３に送出し終えたラッチ（Ａ）１０２－２には、シフ
トレジスタ１０２－１からのタイミング信号に基づき、
再びソース信号線駆動回路１０２の外部から供給される
デジタルビデオ信号の書き込みが順次行われる。
【００５７】この２順目の１ライン期間中には、ラッチ
（Ｂ）１０２－２に書き込まれ保持されているデジタル
ビデオ信号が、一斉に切り替え回路１０２－４に入力さ
れる。切り替え回路１０２－４は、切り替え信号（Shif
t Signals）によって、ラッチ（Ｂ）１０２－２から入
力されたデジタルビデオ信号の極性を反転させて、もし
くは反転させずに出力する。
【００５８】デジタルビデオ信号は「０」または「１」
の情報を有しており、「０」と「１」のデジタルビデオ
信号は、一方がＨｉ、一方がＬｏの電圧を有する信号で
ある。デジタルビデオ信号の極性を反転させるとは、
「０」の情報を有するデジタルビデオ信号を「１」の情
報を有するデジタルビデオ信号に変換し、「１」の情報
を有するデジタルビデオ信号を「０」の情報を有するデ
ジタルビデオ信号に変換することを意味する。
【００５９】なお切り替え信号は、ラッチ（Ｂ）１０２
－２から入力されたデジタルビデオ信号の極性を反転さ
せるか、させないかを選択する信号である。１フレーム
期間中における全ての発光素子の発光する期間の長さの
平均が、画素部１０１に全白を表示させたときの１フレ
ーム期間中における発光素子の発光する期間の長さの半
分よりも長くなったとき、切り替え信号によってデジタ
ルビデオ信号の極性を反転させることで、消費電力を低
減できる。逆に、１フレーム期間中における全ての発光
素子の発光する期間の長さの平均が、画素部１０１に全
白を表示させたときの１フレーム期間中における発光素
子の発光する期間の長さの半分よりも短くなったとき、
切り替え信号によってデジタルビデオ信号の極性を反転
させない方が消費電力を抑えることができる。
【００６０】なお、切り替え信号によってデジタルビデ
オ信号の極性を反転させるかさせないかは、使用者が選
択しても良いし、表示される画像によって自動的に選択
されるようにしても良い。
【００６１】切り替え回路１０２－４から出力されたデ
ジタルビデオ信号は、ソース信号線に入力される。
【００６２】一方、ゲート信号線駆動回路１０３におい
て、シフトレジスタ（図示せず）からのゲート信号がバ
ッファ（図示せず）に入力され、対応するゲート信号線
（走査線とも呼ぶ）に入力される。
【００６３】ゲート信号線に入力されたゲート信号によ
って、ソース信号線に入力されたデジタルビデオ信号が
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画素に入力される。
【００６４】なお本発明において、ソース信号線駆動回
路１０２とゲート信号線駆動回路１０３は、画素部１０
１と同じ基板上に形成されていても良いし、ＩＣチップ
上に形成してＦＰＣやＴＡＢ等を介して画素部１０１と
接続されていても良い。
【００６５】本実施の形態の上記構成によって、デジタ
ル駆動の時分割階調表示を行う発光装置がモノクロの表
示を行う場合、画素部に表示される画像によって画像の
明暗を反転させることができる。具体的には、１フレー
ム期間中における全ての発光素子の発光する期間の長さ
の平均が、画素部１０１に全白を表示させたときの１フ
レーム期間中における発光素子の発光する期間の長さの
半分よりも長くなるような場合、画素部に表示される画
像の明暗を反転させれば良い。逆に、１フレーム期間中
における全ての発光素子の発光する期間の長さの平均
が、画素部１０１に全白を表示させたときの１フレーム
期間中における発光素子の発光する期間の長さの半分よ
りも短くなったときは、画素部に表示される画像の明暗
を反転させない方がよい。
【００６６】なお、本実施の形態では、ソース信号線駆
動回路の中に切り変え回路が含まれている構成を有して
いるが、切り変え回路はソース信号線駆動回路に含まれ
ていなくても良い。
【００６７】また、本実施の形態ではデジタルビデオ信
号を用いた場合についてのみ説明したが、本発明はデジ
タルビデオ信号だけではなく、アナログのビデオ信号に
も適用することが可能である。
【００６８】よって、本発明の第１の構成によって発光
素子に流れる電流の大きさをある程度抑えることがで
き、発光装置の消費電力を抑えることができる。
【００６９】（実施の形態２）次に、本発明の第２の構
成について説明する。本発明の第２の構成を有する発光
装置のブロック図を、図２に示す。なお図１で示したも
のと同じものは、図１と同じ符号で示す。
【００７０】本実施の形態の発光装置は、クロック信号
制御回路１０６によって、クロック信号（ＣＬＫ）の代
わりに、一定の電位をシフトレジスタ１０２－１に与え
ることを可能にした。
【００７１】具体的には、クロック信号制御回路１０６
によって、一定の期間クロック信号の代わりに一定の電
位（固定電位）をシフトレジスタ１０２－１に入力する
ようにした。上記構成により、１～ｍビット目（ｍは１
からｎまでの任意の整数）までの下位ビットのデジタル
ビデオ信号を、ラッチ（Ａ）１０２－２に書き込むため
のタイミング信号が、ラッチ（Ａ）１０２－２に入力し
ないようにした。よってソース信号線駆動回路１０２の
外部から入力されたデジタルビデオ信号ｎビットのう
ち、（ｍ＋１）ビット目からｎビット目までの上位ビッ
トのデジタルビデオ信号のみをラッチ（Ａ）１０２－２
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に書き込むことができる。
【００７２】なお本実施の形態の発光装置は、図１とは
異なり、ソース信号線駆動回路１０２が切り替え回路１
０２－４を有していない。そのため、ラッチ（Ｂ）１０
２－３に書き込まれて保持されているデジタルビデオ信
号は、ラッチ（Ｂ）１０２－３に入力されるラッチ信号
によってソース信号線に入力される。
【００７３】本実施の形態では、デジタル駆動の時分割
階調表示を行う発光装置において、発光装置が有するソ
ース信号線駆動回路に入力されたデジタルビデオ信号
を、そのビット数を落としてから画素部に入力してい
る。具体的には、最下位ビットのデジタルビデオ信号か
ら順に切り捨てることによって、画素部に入力されるデ
ジタルビデオ信号のビット数を落としてゆく。
【００７４】上記構成によって、画素に入力されるデジ
タルビデオ信号のビット数が少なくなるので、ソース信
号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路によってデジタ
ルビデオ信号が画素に書き込まれる回数が少なくなる。
そのためソース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回
路の消費電力を抑えることができ、発光装置の消費電力
も抑えることができる。
【００７５】なお本実施の形態において、クロック信号
制御回路１０６は、画素部１０１と同じ基板上に形成さ
れていても良いし、ＩＣチップ上に形成されていても良
い。
【００７６】（実施の形態３）次に、本発明の第２の構
成の、実施の形態２とは異なる例について説明する。本
発明の第２の構成を有する発光装置のブロック図を、図
３に示す。なお図１で示したものと同じものは、図１と
同じ符号で示す。
【００７７】本実施の形態の発光装置は、タイミング信
号制御回路１０７によって、シフトレジスタ１０２－１
から出力されるタイミング信号の代わりに、一定の電位
をラッチ（Ａ）１０２－２に与えることができるように
した。
【００７８】具体的には、タイミング信号制御回路１０
７によって、一定の期間シフトレジスタ１０２－１から
出力されるタイミング信号の代わりに、一定の電位（固
定電位）をラッチ（Ａ）１０２－２に与えるようにし
た。上記構成により、１～ｍビット目（ｍは１からｎま
での任意の整数）までの下位ビットのデジタルビデオ信
号をラッチ（Ａ）１０２－２に書き込むためのタイミン
グ信号だけがラッチ（Ａ）１０２－２に入力しないよう
にした。よってソース信号線駆動回路１０２の外部から
入力されたデジタルビデオ信号ｎビットのうち、ｍ＋１
ビット目からｎビット目までの上位ビットのデジタルビ
デオ信号のみをラッチ（Ａ）１０２－２に書き込むこと
ができる。
【００７９】なお本実施の形態において固定電位は、ラ
ッチ（Ａ）１０２－２にデジタルビデオ信号が書き込ま
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れないような電位であることが必要である。
【００８０】本実施の形態では、デジタル駆動の時分割
階調表示を行う発光装置において、発光装置が有するソ
ース信号線駆動回路に入力されたデジタルビデオ信号
を、そのビット数を落としてから画素部に入力してい
る。具体的には、最下位ビットのデジタルビデオ信号か
ら順に切り捨てることによって、画素部に入力されるデ
ジタルビデオ信号のビット数を落としてゆく。
【００８１】上記構成によって、画素に入力されるデジ
タルビデオ信号のビット数が少なくなるので、ソース信
号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路によってデジタ
ルビデオ信号が画素に書き込まれる回数が少なくなる。
そのためソース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回
路の消費電力を抑えることができ、発光装置の消費電力
も抑えることができる。
【００８２】なお本実施の形態において、タイミング信
号制御回路１０７は、画素部１０１と同じ基板上に形成
されていても良いし、ＩＣチップ上に形成されていても
良い。
【００８３】（実施の形態４）次に、本発明の第２の構
成の、実施の形態２及び３とは異なる例について説明す
る。本発明の第２の構成を有する発光装置のブロック図
を、図４に示す。なお図１で示したものと同じものは、
図１と同じ符号で示す。
【００８４】本実施の形態の発光装置は、スタートパル
ス信号制御回路１０８によって、スタートパルス信号
（ＳＰ）の代わりに、一定の電位をシフトレジスタ１０
２－１に与えることができるようにした。
【００８５】具体的には、１～ｍビット目（ｍは１から
ｎまでの任意の整数）までの下位ビットのデジタルビデ
オ信号をラッチ（Ａ）１０２－２に書き込むためのタイ
ミング信号だけがラッチ（Ａ）１０２－２に入力しない
ように、スタートパルス信号制御回路１０８によってス
タートパルス信号の代わりに一定の電位（固定電位）を
一定の期間シフトレジスタ１０２－１に与えるようにし
た。よってソース信号線駆動回路１０２の外部から入力
されたデジタルビデオ信号ｎビットのうち、（ｍ＋１）
ビット目からｎビット目までの上位ビットのデジタルビ
デオ信号のみをラッチ（Ａ）１０２－２に書き込むこと
ができる。
【００８６】なお本実施の形態において固定電位は、シ
フトレジスタ１０２－１からタイミング信号が出力され
ないような電位であることが必要である。
【００８７】本実施の形態では、デジタル駆動の時分割
階調表示を行う発光装置において、発光装置が有するソ
ース信号線駆動回路に入力されたデジタルビデオ信号
を、そのビット数を落としてから画素部に入力してい
る。具体的には、最下位ビットのデジタルビデオ信号か
ら順に切り捨てることによって、画素部に入力されるデ
ジタルビデオ信号のビット数を落としてゆく。
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【００８８】上記構成によって、画素に入力されるデジ
タルビデオ信号のビット数が少なくなるので、ソース信
号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路によってデジタ
ルビデオ信号が画素に書き込まれる回数が少なくなる。
そのためソース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回
路の消費電力を抑えることができ、発光装置の消費電力
も抑えることができる。
【００８９】なお本実施の形態において、スタートパル
ス信号制御回路１０８は、画素部１０１と同じ基板上に
形成されていても良いし、ＩＣチップ上に形成されてい
ても良い。
【００９０】（実施の形態５）次に、本発明の第３の構
成について図５を用いて説明する。５０１は電源供給線
を示している。なお本明細書において電源供給線は、ソ
ース信号線に入力されるデジタルビデオ信号によって画
素部の発光素子が有する画素電極に所定の電位を与える
ための配線である。本明細書では電源供給線の電位を電
源電位と呼ぶ。
【００９１】５０２はバッファアンプ（緩衝増幅器）で
あり、５０３はモニター用発光素子、５０４は定電流源
である。モニター用発光素子５０３の一方の電極は定電
流源５０４に接続されており、モニター用発光素子５０
３には常に一定の電流が流れている。そして発光素子が
有する有機化合物層の温度が変化すると、モニター用発
光素子５０３を流れる電流の大きさが変化しないかわり
に、定電流源５０４に接続されているモニター用発光素
子５０３の電極の電位が変化する。
【００９２】一方バッファアンプ５０２は２つの入力端
子と１つの出力端子とを有しており、２つの入力端子の
うち一方は非反転入力端子（＋）、もう一方は反転入力
端子（－）である。モニター用発光素子５０３の一方の
電極の電位は、バッファアンプ５０２の非反転入力端子
に与えられる。
【００９３】バッファアンプ５０２は、定電流源５０４
に接続されたモニター用発光素子５０３の画素電極の電
位が、電源供給線５０１の配線容量等の負荷によって変
化するのを防ぐ回路である。よってバッファアンプ５０
２の非反転入力端子に与えられた電位は、電源供給線５
０１の配線容量等の負荷によって変化することなく出力
端子から出力され、電源電位として電源供給線に与えら
れる。
【００９４】よって、環境温度の変化により、モニター
用発光素子５０３または画素部の発光素子の有機化合物
層の温度が変化しても、発光素子に一定の電流が流れる
ように電源電位が変化する。よって発光装置の環境温度
が上昇しても、発光装置の消費電力が大きくなるのを抑
えることができる。
【００９５】なお本実施の形態において、バッファアン
プ５０２、モニター用発光素子５０３、定電流源５０４
は、画素部と同じ基板上に形成されていても良いし、Ｉ
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Ｃチップ上に形成されていても良い。またモニター用発
光素子５０３は画素部の中に含まれていても良いし、画
素部とは別個に設けても良い。
【００９６】本発明は上述した第１から第３の構成によ
って、発光装置及び該発光装置を用いた電子機器の消費
電力を抑えることが可能である。なお本発明は、第１か
ら第３の構成のいずれか１つを有していればよい。また
第１から第３の構成のうちの複数の構成を有していても
良いし、全てを有していても良い。
【００９７】本発明は上記３つの構成によって、発光装
置の消費電力を抑えることが可能になる。
【００９８】
【実施例】以下に、本発明の実施例について説明する。
【００９９】（実施例１）本実施例では、本発明の発光
装置の画素部の構造とその駆動方法について説明する。
【０１００】本実施例の発光装置の画素部３０１の拡大
図を図６に示す。ソース信号線（Ｓ１～Ｓｘ）、電源供
給線（Ｖ１～Ｖｘ）、ゲート信号線（Ｇ１～Ｇｙ）が画
素部３０１に設けられている。
【０１０１】本実例の場合、ソース信号線（Ｓ１～Ｓ
ｘ）と、電源供給線（Ｖ１～Ｖｘ）と、ゲート信号線
（Ｇ１～Ｇｙ）とを１つずつ備えた領域が画素３０４で
ある。画素部３０１にはマトリクス状に複数の画素３０
４が配置されることになる。
【０１０２】画素３０４の拡大図を図７に示す。図７に
おいて、３０５はスイッチング用ＴＦＴである。スイッ
チング用ＴＦＴ３０５のゲート電極は、ゲート信号線Ｇ
（Ｇ１～Ｇｘ）に接続されている。スイッチング用ＴＦ
Ｔ３０５のソース領域とドレイン領域は、一方がソース
信号線Ｓ（Ｓ１～Ｓｘ）に、もう一方が電流制御用ＴＦ
Ｔ３０６のゲート電極、各画素が有するコンデンサ３０
８にそれぞれ接続されている。
【０１０３】コンデンサ３０８はスイッチング用ＴＦＴ
３０５が非選択状態（オフ状態）にある時、電流制御用
ＴＦＴ３０６のゲート電圧（ゲート電極とソース領域間
の電位差）を保持するために設けられている。なお本実
施の形態ではコンデンサ３０８を設ける構成を示した
が、本発明はこの構成に限定されず、コンデンサ３０８
を設けない構成にしても良い。
【０１０４】また、電流制御用ＴＦＴ３０６のソース領
域とドレイン領域は、一方が電源供給線Ｖ（Ｖ１～Ｖ
ｘ）に接続され、もう一方は発光素子３０７に接続され
る。電源供給線Ｖはコンデンサ３０８に接続されてい
る。
【０１０５】発光素子３０７は陽極と陰極と、陽極と陰
極との間に設けられた有機化合物層とからなる。陽極が
電流制御用ＴＦＴ３０６のソース領域またはドレイン領
域と接続している場合、陽極が画素電極、陰極が対向電
極となる。逆に陰極が電流制御用ＴＦＴ３０６のソース
領域またはドレイン領域と接続している場合、陰極が画
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素電極、陽極が対向電極となる。
【０１０６】発光素子３０７の対向電極には対向電位が
与えられている。また電源供給線Ｖは電源電位が与えら
れている。電源電位と対向電位は、本発明の発光装置
に、外付けのＩＣ等により設けられた電源によって与え
られる。
【０１０７】スイッチング用ＴＦＴ３０５、電流制御用
ＴＦＴ３０６は、ｎチャネル型ＴＦＴでもｐチャネル型
ＴＦＴでもどちらでも用いることができる。ただし電流
制御用ＴＦＴ３０６のソース領域またはドレイン領域が
発光素子３０７の陽極と接続されている場合、電流制御
用ＴＦＴ３０６はｐチャネル型ＴＦＴであることが望ま
しい。また、電流制御用ＴＦＴ３０６のソース領域また
はドレイン領域が発光素子３０７の陰極と接続されてい
る場合、電流制御用ＴＦＴ３０６はｎチャネル型ＴＦＴ
であることが望ましい。
【０１０８】またスイッチング用ＴＦＴ３０５、電流制
御用ＴＦＴ３０６は、シングルゲート構造ではなく、ダ
ブルゲート構造、やトリプルゲート構造などのマルチゲ
ート構造を有していても良い。
【０１０９】次に上述した構成を有する本発明の発光装
置の駆動方法について、図８を用いて説明する。
【０１１０】まず、電源供給線の電源電位は発光素子の
対向電極の電位と同じになる。そしてゲート信号線Ｇ１
に、ゲート信号線駆動回路からゲート信号が入力され
る。その結果、ゲート信号線Ｇ１に接続されている全て
の画素（１ライン目の画素）のスイッチング用ＴＦＴ３
０５がオンの状態になる。
【０１１１】そして同時に、ソース信号線（Ｓ１～Ｓ
ｘ）にソース信号線駆動回路から、１ビット目のデジタ
ルビデオ信号が入力される。デジタルビデオ信号はスイ
ッチング用ＴＦＴ３０５を介して電流制御用ＴＦＴ３０
６のゲート電極に入力される。
【０１１２】次にＧ１へのゲート信号の入力が終了する
と同時に、ゲート信号線Ｇ２に同様にゲート信号が入力
される。そしてゲート信号線Ｇ２に接続されている全て
の画素のスイッチング用ＴＦＴ３０５がオンの状態にな
り、２ライン目の画素にソース信号線（Ｓ１～Ｓｘ）か
ら１ビット目のデジタルビデオ信号が入力される。
【０１１３】そして順に、全てのゲート信号線（Ｇ１～
Ｇｘ）にゲート信号が入力されていく。全てのゲート信
号線（Ｇ１～Ｇｘ）が選択され、全てのラインの画素に
１ビット目のデジタルビデオ信号が入力されるまでの期
間が書き込み期間Ｔａ１である。
【０１１４】書込期間Ｔａ１が終了すると次に発光期間
Ｔｒ１になる。発光期間Ｔｒ１では、電源供給線の電源
電位は、電源電位が発光素子の画素電極に与えられたと
きに発光素子が発光する程度に、対向電極との間に電位
差を有する電位になる。
【０１１５】そして本実施例では、デジタルビデオ信号
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が「０」の情報を有していた場合、電流制御用ＴＦＴ３
０６はオフの状態となっている。よって発光素子３０７
の画素電極には電源電位は与えられない。その結果、
「０」の情報を有するデジタルビデオ信号が入力された
画素が有する発光素子３０７は発光しない。
【０１１６】逆に、「１」の情報を有していた場合、電
流制御用ＴＦＴ３０６はオンの状態となっている。よっ
て発光素子３０７の画素電極には電源電位が与えられ
る。その結果、「１」の情報を有するデジタルビデオ信
号が入力された画素が有する発光素子３０７は発光す
る。
【０１１７】このように、表示期間Ｔｒ１では発光素子
３０７が発光、または非発光の状態になり、全ての画素
は表示を行う。画素が表示を行っている期間を表示期間
Ｔｒと呼ぶ。特に１ビット目のデジタルビデオ信号が画
素に入力されたことで開始する表示期間をＴｒ１と呼
ぶ。図８では説明を簡便にするために、特に１ライン目
の画素の表示期間についてのみ示す。全てのラインの表
示期間が開始されるタイミングは同じである。
【０１１８】表示期間Ｔｒ１が終了すると書込期間Ｔａ
２となり、電源供給線の電源電位は発光素子の対向電極
の電位と同じになる。そして書込期間Ｔａ１の場合と同
様に順に全てのゲート信号線が選択され、２ビット目の
デジタルビデオ信号が全ての画素に入力される。全ての
ラインの画素に２ビット目のデジタルビデオ信号が入力
し終わるまでの期間を、書き込み期間Ｔａ２と呼ぶ。
【０１１９】書込期間Ｔａ２が終了すると表示期間Ｔｒ
２になり、電源供給線の電源電位は、電源電位が発光素
子の画素電極に与えられたときに発光素子が発光する程
度に、対向電極との間に電位差を有する電位になる。そ
して全ての画素が表示を行う。
【０１２０】上述した動作はｎビット目のデジタルビデ
オ信号が画素に入力されるまで繰り返し行われ、書込期
間Ｔａと表示期間Ｔｒとが繰り返し出現する。全ての表
示期間（Ｔｒ１～Ｔｒｎ）が終了すると１つの画像を表
示することができる。本発明の駆動方法において、１つ
の画像を表示する期間を１フレーム期間（Ｆ）と呼ぶ。
１フレーム期間が終了すると次のフレーム期間が開始さ
れる。そして再び書込期間Ｔａ１が出現し、上述した動
作を繰り返す。
【０１２１】通常の発光装置では１秒間に６０以上のフ
レーム期間を設けることが好ましい。１秒間に表示され
る画像の数が６０より少なくなると、視覚的に画像のち
らつきが目立ち始めることがある。
【０１２２】本実施例では、全ての書き込み期間の長さ
の和が１フレーム期間よりも短く、なおかつ表示期間の
長さ比は、Ｔｒ１：Ｔｒ２：Ｔｒ３：…：Ｔｒ（ｎ－
１）：Ｔｒｎ＝２0：２1：２2：…：２(n-2)：２(n-1)

となるようにすることが必要である。この表示期間の組
み合わせで２n階調のうち所望の階調表示を行うことが
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できる。
【０１２３】１フレーム期間中に発光素子が発光した表
示期間の長さの総和を求めることによって、当該フレー
ム期間におけるその画素の表示した階調がきまる。例え
ば、ｎ＝８のとき、全部の表示期間で画素が発光した場
合の輝度を１００％とすると、Ｔｒ１とＴｒ２において
画素が発光した場合には１％の輝度が表現でき、Ｔｒ３
とＴｒ５とＴｒ８を選択した場合には６０％の輝度が表
現できる。
【０１２４】また表示期間Ｔｒ１～Ｔｒｎは、どのよう
な順序で出現させても良い。例えば１フレーム期間中に
おいて、Ｔｒ１の次にＴｒ３、Ｔｒ５、Ｔｒ２、…とい
う順序で表示期間を出現させることも可能である。
【０１２５】なお本実施例では、電源供給線の電源電位
の高さを書込期間と表示期間とで変化させていたが、本
発明はこれに限定されない。電源電位が発光素子の画素
電極に与えられたときに発光素子が発光する程度の電位
差を、電源電位と対向電極の電位との間に常に有するよ
うにしても良い。その場合、書込期間においても発光素
子を発光させることが可能になる。よって、当該フレー
ム期間において画素が表示する階調は、１フレーム期間
中に発光素子が発光した書込期間と表示期間の長さの総
和によって決まる。なおこの場合、各ビットのデジタル
ビデオ信号に対応する書込期間と表示期間の長さの和の
比が、（Ｔａ１＋Ｔｒ１）：（Ｔａ２＋Ｔｒ２）：（Ｔ
ａ３＋Ｔｒ３）：…：（Ｔａ（ｎ－１）＋Ｔｒ（ｎ－
１））：（Ｔａｎ＋Ｔｒｎ）＝２0：２1：２2：…：２
(n-2)：２(n-1)となることが必要である。
【０１２６】（実施例２）本実施例では、本発明の発光
装置の画素部の構造とその駆動方法について、実施例１
とは異なる例について説明する。
【０１２７】図９に本実施例の発光装置のブロック図の
一例を示す。図９の発光装置は、基板上に形成されたＴ
ＦＴによって画素部９０１、画素部の周辺に配置された
ソース信号側駆動回路９０２、書き込み用ゲート信号側
駆動回路（第１ゲート信号線駆動回路）９０３ａ、消去
用ゲート信号線駆動回路（第２ゲート信号線駆動回路）
９０３ｂを有している。なお、本実施例で発光装置はソ
ース信号側駆動回路を１つ有しているが、本実施例にお
いてソース信号側駆動回路は２つあってもよい。
【０１２８】ソース信号側駆動回路９０２は本発明の第
１から第３の構成のうち、少なくとも１つを有してい
る。
【０１２９】なお本実施例において、ソース信号線駆動
回路９０２と書き込み用ゲート信号側駆動回路９０３ａ
と消去用ゲート信号線駆動回路９０３ｂとは、画素部９
０１と同じ基板上に形成されていても良いし、ＩＣチッ
プ上に形成してＦＰＣ、ＴＡＢ等のコネクターを介して
画素部９０１と接続されていても良い。
【０１３０】画素部９０１の拡大図を図１０に示す。ソ
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ース信号線（Ｓ１～Ｓｘ）、電源供給線（Ｖ１～Ｖ
ｘ）、書き込み用ゲート信号線（第１ゲート信号線）
（Ｇａ１～Ｇａｙ）、消去用ゲート信号線（第２ゲート
信号線）（Ｇｅ１～Ｇｅｙ）が画素部９０１に設けられ
ている。
【０１３１】ソース信号線（Ｓ１～Ｓｘ）と、電源供給
線（Ｖ１～Ｖｘ）と、書き込み用ゲート信号線（Ｇａ１
～Ｇａｙ）と、消去用ゲート信号線（Ｇｅ１～Ｇｅｙ）
とをそれぞれ少なくとも１つ備えた領域が画素９０４で
ある。画素部９０１にはマトリクス状に複数の画素９０
４が配列されることになる。
【０１３２】画素９０４の拡大図を図１１に示す。図１
１において、９０７はスイッチング用ＴＦＴである。ス
イッチング用ＴＦＴ９０７のゲート電極は、書き込み用
ゲート信号線Ｇａ（Ｇａ１～Ｇａｙ）に接続されてい
る。スイッチング用ＴＦＴ９０７のソース領域とドレイ
ン領域は、一方がソース信号線Ｓ（Ｓ１～Ｓｘ）に、も
う一方が電流制御用ＴＦＴ９０８のゲート電極、各画素
が有するコンデンサ９１２及び消去用ＴＦＴ９０９のソ
ース領域又はドレイン領域にそれぞれ接続されている。
【０１３３】コンデンサ９１２はスイッチング用ＴＦＴ
９０７が非選択状態（オフ状態）にある時、電流制御用
ＴＦＴ９０８のゲート電圧を保持するために設けられて
いる。なお本実施例ではコンデンサ９１２を設ける構成
を示したが、本実施例はこの構成に限定されず、コンデ
ンサ９１２を設けない構成にしても良い。
【０１３４】また、電流制御用ＴＦＴ９０８のソース領
域とドレイン領域は、一方が電源供給線Ｖ（Ｖ１～Ｖ
ｘ）に接続され、もう一方は発光素子９１０に接続され
る。電源供給線Ｖはコンデンサ９１２に接続されてい
る。
【０１３５】また消去用ＴＦＴ９０９のソース領域とド
レイン領域のうち、スイッチング用ＴＦＴ９０７のソー
ス領域またはドレイン領域に接続されていない方は、電
源供給線Ｖに接続されている。そして消去用ＴＦＴ９０
９のゲート電極は、消去用ゲート信号線Ｇｅに接続され
ている。
【０１３６】発光素子９１０は陽極と陰極と、陽極と陰
極との間に設けられた有機化合物層とからなる。陽極が
電流制御用ＴＦＴ９０８のソース領域またはドレイン領
域と接続している場合、陽極が画素電極、陰極が対向電
極となる。逆に陰極が電流制御用ＴＦＴ９０８のソース
領域またはドレイン領域と接続している場合、陰極が画
素電極、陽極が対向電極となる。
【０１３７】発光素子９１０の対向電極９１１には対向
電位が与えられている。また電源供給線Ｖは電源電位が
与えられている。そして対向電位と電源電位の電位差
は、電源電位が画素電極に与えられたときに発光素子が
発光する程度の電位差に常に保たれている。電源電位と
対向電位は、本発明の発光装置に、外付けのＩＣ等によ
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り設けられた電源によって与えられる。
【０１３８】現在の典型的な発光装置には、画素の発光
する面積あたりの発光量が２００ｃｄ／ｍ2の場合、画
素部の面積あたりの電流が数ｍＡ／ｃｍ2程度必要とな
る。そのため特に画面サイズが大きくなると、ＩＣに設
けられた電源から与えられる電位の高さをスイッチで制
御することが難しくなっていく。本実施例においては、
電源電位と対向電位は常に一定に保たれており、ＩＣに
設けられた電源から与えられる電位の高さをスイッチで
制御する必要がないので、より大きな画面サイズのパネ
ルの実現に有用である。
【０１３９】スイッチング用ＴＦＴ９０７、電流制御用
ＴＦＴ９０８、消去用ＴＦＴ９０９は、ｎチャネル型Ｔ
ＦＴでもｐチャネル型ＴＦＴでもどちらでも用いること
ができる。ただし電流制御用ＴＦＴ９０８のソース領域
またはドレイン領域が発光素子９１０の陽極と接続され
ている場合、電流制御用ＴＦＴ９０８はｐチャネル型Ｔ
ＦＴであることが望ましい。また、電流制御用ＴＦＴ９
０８のソース領域またはドレイン領域が発光素子９１０
の陰極と接続されている場合、電流制御用ＴＦＴ９０８
はｎチャネル型ＴＦＴであることが望ましい。
【０１４０】またスイッチング用ＴＦＴ９０７、電流制
御用ＴＦＴ９０８、消去用ＴＦＴ９０９は、シングルゲ
ート構造ではなく、ダブルゲート構造、やトリプルゲー
ト構造などのマルチゲート構造を有していても良い。
【０１４１】次に上述した構成を有する本発明の発光装
置の駆動方法について、図１２を用いて説明する。
【０１４２】はじめに書き込み用ゲート信号線駆動回路
９０３ａから書き込み用ゲート信号線Ｇａ１に入力され
る書き込み用ゲート信号によって、書き込み用ゲート信
号線Ｇａ１に接続されている全ての画素（１ライン目の
画素）のスイッチング用ＴＦＴ９０７がオンの状態にな
る。なお本明細書において信号線にゲート電極が接続さ
れたＴＦＴが全てオンの状態になることを、該配線が選
択されたと呼ぶ。よってこの場合、書き込み用ゲート信
号線Ｇａ１が選択されていることになる。
【０１４３】そして同時に、ソース信号線（Ｓ１～Ｓ
ｘ）にソース信号線駆動回路９０２から、１ビット目の
デジタルビデオ信号が１ライン目の画素に入力される。
具体的にはデジタルビデオ信号はスイッチング用ＴＦＴ
９０７を介して電流制御用ＴＦＴ９０８のゲート電極に
入力される。
【０１４４】本実施例では、デジタルビデオ信号が
「０」の情報を有していた場合、電流制御用ＴＦＴ９０
８はオフの状態となる。よって発光素子９１０の画素電
極には電源電位は与えられない。その結果、「０」の情
報を有するデジタルビデオ信号が入力された画素が有す
る発光素子９１０は発光しない。
【０１４５】逆に、「１」の情報を有していた場合、電
流制御用ＴＦＴ９０８はオンの状態となる。よって発光
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素子９１０の画素電極には電源電位が与えられる。その
結果、「１」の情報を有するデジタルビデオ信号が入力
された画素が有する発光素子９１０は発光する。
【０１４６】このように、１ライン目の画素にデジタル
ビデオ信号が入力されると同時に、発光素子９１０が発
光、または非発光の状態になり、１ライン目の画素は表
示を行う。画素が表示を行っている期間を表示期間Ｔｒ
と呼ぶ。特に１ビット目のデジタルビデオ信号が画素に
入力されたことで開始する表示期間をＴｒ１と呼ぶ。図
１２では説明を簡便にするために、特に１ライン目の画
素の表示期間についてのみ示す。各ラインの表示期間が
開始されるタイミングはそれぞれ時間差を有している。
【０１４７】次にＧａ１の選択が終了すると同時に、書
き込み用ゲート信号線Ｇａ２が書き込み用ゲート信号に
よって選択される。そして書き込み用ゲート信号線Ｇａ
２に接続されている全ての画素のスイッチング用ＴＦＴ
９０７がオンの状態になり、２ライン目の画素にソース
信号線（Ｓ１～Ｓｘ）から１ビット目のデジタルビデオ
信号が入力される。
【０１４８】そして順に、全ての書き込み用ゲート信号
線（Ｇａ１～Ｇａｘ）が選択されていく。全ての書き込
み用ゲート信号線（Ｇａ１～Ｇａｘ）が選択され、全て
のラインの画素に１ビット目のデジタルビデオ信号が入
力されるまでの期間が書き込み期間Ｔａ１である。
【０１４９】一方、全てのラインの画素に１ビット目の
デジタルビデオ信号が入力される前、言い換えると書き
込み期間Ｔａ１が終了する前に、画素への１ビット目の
デジタルビデオ信号の入力と並行して、消去用ゲート信
号線駆動回路９０３ｂから入力される消去用ゲート信号
によって、消去用ゲート信号線Ｇｅ１の選択が行われ
る。
【０１５０】消去用ゲート信号線Ｇｅ１が選択される
と、消去用ゲート信号線Ｇｅ１に接続されている全ての
画素（１ライン目の画素）の消去用ＴＦＴ９０９がオン
の状態になる。そして電源供給線（Ｖ１～Ｖｘ）の電源
電位が消去用ＴＦＴ９０９を介して１ライン目の画素の
電流制御用ＴＦＴ９０８のゲート電極に与えられる。
【０１５１】電源電位が電流制御用ＴＦＴ９０８のゲー
ト電極に与えられると、電流制御用ＴＦＴ９０８はオフ
の状態となる。よって電源電位は発光素子９１０の画素
電極に与えられなくなり、１ライン目の画素が有する発
光素子は全て非発光の状態になり、１ライン目の画素が
表示を行わなくなる。つまり、書き込み用ゲート信号線
Ｇａ１が選択されたときから電流制御用ＴＦＴのゲート
電極が保持していたデジタルビデオ信号は、電流制御用
ＴＦＴのゲート電極に電源電位が与えられることで消去
される。よって１ライン目の画素が表示を行わなくな
る。
【０１５２】画素が表示を行わない期間を非表示期間Ｔ
ｄと呼ぶ。１ライン目の画素は、消去用ゲート信号線Ｇ
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ｅ１に消去用ゲート信号が入力されると同時に表示期間
Ｔｒ１が終了し、非表示期間Ｔｄ１となる。
【０１５３】図１２では説明を簡便にするために、特に
１ライン目の画素の非表示期間についてのみ示す。表示
期間と同様に、各ラインの非表示期間が開始されるタイ
ミングはそれぞれ時間差を有している。
【０１５４】そしてＧｅ１の選択が終了すると同時に、
消去用ゲート信号によって消去用ゲート信号線Ｇｅ２が
選択され、消去用ゲート信号線Ｇｅ２に接続されている
全ての画素（２ライン目の画素）の消去用ＴＦＴ９０９
がオンの状態になる。そして電源供給線（Ｖ１～Ｖｘ）
の電源電位が消去用ＴＦＴ９０９を介して電流制御用Ｔ
ＦＴ９０８のゲート電極に与えられる。電源電位が電流
制御用ＴＦＴ９０８のゲート電極に与えられると、電流
制御用ＴＦＴ９０８はオフの状態となる。よって電源電
位は発光素子９１０の画素電極に与えられなくなる。そ
の結果２ライン目の画素が有する発光素子は全て非発光
の状態になり、２ライン目の画素が表示を行わなくな
り、非表示の状態となる。
【０１５５】そして順に、消去用ゲート信号によって全
ての消去用ゲート信号線が選択されていく。全ての消去
用ゲート信号線（Ｇａ１～Ｇａｘ）が選択され、全ての
ラインの画素が保持している１ビット目のデジタルビデ
オ信号が消去されるまでの期間が消去期間Ｔｅ１であ
る。
【０１５６】一方、全てのラインの画素が保持している
１ビット目のデジタルビデオ信号が消去される前、言い
換えると消去期間Ｔｅ１が終了する前に、画素への１ビ
ット目のデジタルビデオ信号の消去と並行して、再び書
き込み用ゲート信号線Ｇａ１の選択が行われる。その結
果、１ライン目の画素は再び表示を行うので、非表示期
間Ｔｄ１が終了して表示期間Ｔｒ２となる。
【０１５７】そして同様に、順に全ての書き込み用ゲー
ト信号線が選択され、２ビット目のデジタルビデオ信号
が全ての画素に入力される。全てのラインの画素に２ビ
ット目のデジタルビデオ信号が入力し終わるまでの期間
を、書き込み期間Ｔａ２と呼ぶ。
【０１５８】そして一方、全てのラインの画素に２ビッ
ト目のデジタルビデオ信号が入力される前、言い換える
と書き込み期間Ｔａ２が終了する前に、画素への２ビッ
ト目のデジタルビデオ信号の入力と並行して、消去用ゲ
ート信号線Ｇｅ２の選択が行われる。よって１ライン目
の画素が有する発光素子は全て非発光の状態になり、１
ライン目の画素が表示を行わなくなる。よって１ライン
目の画素において表示期間Ｔｒ２は終了し、非表示期間
Ｔｄ２となる。
【０１５９】そして順に、全ての消去用ゲート信号線が
選択される。全ての消去用ゲート信号線（Ｇａ１～Ｇａ
ｘ）が選択され、全てのラインの画素が保持している２
ビット目のデジタルビデオ信号が消去されるまでの期間
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が消去期間Ｔｅ２である。
【０１６０】上述した動作はｍビット目のデジタルビデ
オ信号が画素に入力されるまで繰り返し行われ、表示期
間Ｔｒと非表示期間Ｔｄとが繰り返し出現する。表示期
間Ｔｒ１は、書き込み期間Ｔａ１が開始されてから消去
期間Ｔｅ１が開始されるまでの期間である。また非表示
期間Ｔｄ１は、消去期間Ｔｅ１が開始されてから表示期
間Ｔｒ２が開始されるまでの期間である。そして表示期
間Ｔｒ２、Ｔｒ３、…、Ｔｒ（ｍ－１）と非表示期間Ｔ
ｄ２、Ｔｄ３、…、Ｔｄ（ｍ－１）も、表示期間Ｔｒ１
と非表示期間Ｔｄ１と同様に、それぞれ書き込み期間Ｔ
ａ１、Ｔａ２、…、Ｔａｍと消去期間Ｔｅ１、Ｔｅ２、
…、Ｔｅ（ｍ－１）とによって、その期間が定められ
る。
【０１６１】そしてｍビット目のデジタルビデオ信号が
１ライン目の画素に入力された後は、消去用ゲート信号
線Ｇｅ１は選択されない。説明を簡便にするために、本
実施例ではｍ＝ｎ－２の場合を例にとって説明するが、
本発明はこれに限定されないのは言うまでもない。本発
明においてｍは、２からｎまでの値を任意に選択するこ
とが可能である。
【０１６２】（ｎ－２）ビット目のデジタルビデオ信号
が１ライン目の画素に入力されると、１ライン目の画素
は表示期間Ｔｒ（ｎ－２）となり表示を行う。そして次
のビットのデジタルビデオ信号が入力されるまで、（ｎ
－２）ビット目のデジタルビデオ信号は画素に保持され
る。
【０１６３】そして次に（ｎ－１）ビット目のデジタル
ビデオ信号が１ライン目の画素に入力されると、画素に
保持されていた（ｎ－２）ビット目のデジタルビデオ信
号は、（ｎ－１）ビット目のデジタルビデオ信号に書き
換えられる。そして１ライン目の画素は表示期間Ｔｒ
（ｎ－１）となり、表示を行う。（ｎ－２）ビット目の
デジタルビデオ信号は、次のビットのデジタルビデオ信
号が入力されるまで画素に保持される。
【０１６４】上述した動作をｎビット目のデジタルビデ
オ信号が画素に入力されるまで繰り返し行われる。表示
期間Ｔｒ（ｎ－２）は、書き込み期間Ｔａ（ｎ－２）が
開始されてから、書き込み期間Ｔａ（ｎ－１）が開始さ
れるまでの期間である。そして表示期間（Ｔｒ（ｎ－
１）、Ｔｒｎ）も表示期間Ｔｒ（ｎ－２）と同様に、書
き込み期間Ｔａによって、その期間が定められる。
【０１６５】なお本実施例では、全ての書き込み期間の
長さの和が１フレーム期間よりも短く、なおかつ表示期
間の長さをＴｒ１：Ｔｒ２：Ｔｒ３：…：Ｔｒ（ｎ－
１）：Ｔｒｎ＝２0：２1：２2：…：２(n-2)：２(n-1)

とすることが必要である。この表示期間の組み合わせで
２n階調のうち所望の階調表示を行うことができる。
【０１６６】全ての表示期間（Ｔｒ１～Ｔｒｎ）が終了
すると、１つの画像を表示することができる。本発明の
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駆動方法において、１つの画像を表示する期間を１フレ
ーム期間（Ｆ）と呼ぶ。
【０１６７】そして１フレーム期間終了後は、再び１ビ
ット目のデジタルビデオ信号が画素に入力され、１ライ
ン目の画素が再び表示期間Ｔｒ１となる。そして再び上
述した動作を繰り返す。
【０１６８】通常の発光装置では１秒間に６０以上のフ
レーム期間を設けることが好ましい。１秒間に表示され
る画像の数が６０より少なくなると、視覚的に画像のち
らつきが目立ち始めることがある。
【０１６９】１フレーム期間中に発光素子が発光した表
示期間の長さの総和を求めることによって、当該フレー
ム期間におけるその画素の表示した階調がきまる。例え
ば、ｎ＝８のとき、全部の表示期間で画素が発光した場
合の輝度を１００％とすると、Ｔｒ１とＴｒ２において
画素が発光した場合には１％の輝度が表現でき、Ｔｒ３
とＴｒ５とＴｒ８を選択した場合には６０％の輝度が表
現できる。
【０１７０】ｍビット目のデジタルビデオ信号が画素に
書き込まれる書き込み期間Ｔａｍは、表示期間Ｔｒｍの
長さよりも短いことが肝要である。よってビット数ｍの
値は、１～ｎのうち、書き込み期間Ｔａｍが表示期間Ｔ
ｒｍの長さよりも短くなるような値であることが必要で
ある。
【０１７１】また表示期間（Ｔｒ１～Ｔｒｎ）は、どの
ような順序で出現させても良い。例えば１フレーム期間
中において、Ｔｒ１の次にＴｒ４、Ｔｒ３、Ｔｒ２、…
という順序で表示期間を出現させることも可能である。
ただし、消去期間（Ｔｅ１～Ｔｅｎ）が互いに重ならな
い順序の方がより好ましい。
【０１７２】なお本実施例においては、表示期間Ｔｒと
書き込み期間Ｔａとが一部重なっている。言い換えると
書き込み期間においても画素を表示させることが可能で
ある。そのため、１フレーム期間における表示期間の長
さの総和の割合（デューティー比）が、書き込み期間の
長さによってのみ決定されない。
【０１７３】（実施例３）本実施例では、実施の形態１
で示した発光装置が有するソース信号線駆動回路の詳し
い構成について説明する。図１３に本実施例のソース信
号線駆動回路の回路図を示す。なお図１で示したものと
同一のものは、同じ符号で示す。
【０１７４】１０２－１はシフトレジスタであり、クロ
ック信号（ＣＬＫ）、クロック信号の極性が反転した信
号（ＣＬＫＢ）、スタートパルス信号（ＳＰ）、双方向
切り替え信号（ＳＬ／Ｒ）が、図に示した配線からそれ
ぞれ入力されている。
【０１７５】１０２－２はラッチ（Ａ）であり、１０２
－３はラッチ（Ｂ）である。なお本実施例では、１組の
ラッチ（Ａ）１０２－２と１組のラッチ（Ｂ）１０２－
３が、４本のソース信号線に対応している。しかし本実
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施例において、１組のラッチ（Ａ）１０２－２と１組の
ラッチ（Ｂ）１０２－３が対応しているソース信号線の
数はこれに限定されない。また本実施例では信号が有す
る電圧の振幅の幅を変えるレベルシフトを設けなかった
が、設計者が適宜設けるようにしても良い。
【０１７６】またソース信号線駆動回路の外部から入力
されるデジタルビデオ信号（ＤＶ）は、図に示した配線
からラッチ（Ａ）１０２－２に入力される。ラッチ信号
Ｓ＿ＬＡＴ、Ｓ＿ＬＡＴの極性が反転した信号Ｓ＿ＬＡ
Ｔｂはそれぞれ図に示した配線からラッチ（Ｂ）１０２
－３に入力される。
【０１７７】ラッチ（Ａ）１０２－２の詳しい構成につ
いて、ラッチ（Ａ）１０２－２の一部８０１を例にとっ
て説明する。ラッチ（Ａ）１０２－２の一部８０１は２
つのクロックドインバータと２つのインバーターを有し
ている。
【０１７８】ラッチ（Ａ）１０２－２の一部８０１の上
面図を図１４に示す。８３１ａ、８３１ｂはそれぞれ、
ラッチ（Ａ）１０２－２の一部８０１が有するインバー
ターの１つを形成するＴＦＴの活性層であり、８３６は
該インバータの１つを形成するＴＦＴの共通のゲート電
極である。また８３２ａ、８３２ｂはそれぞれ、ラッチ
（Ａ）１０２－２の一部８０１が有するもう１つのイン
バーターを形成するＴＦＴの活性層であり、８３７ａ、
８３７ｂは活性層８３２ａ、８３２ｂ上にそれぞれ設け
られたゲート電極である。なおゲート電極８３７ａ、８
３７ｂは電気的に接続されている。
【０１７９】８３３ａ、８３３ｂはそれぞれ、ラッチ
（Ａ）１０２－２の一部８０１が有するクロックドイン
バータの１つを形成するＴＦＴの活性層である。活性層
８３３ａ上にはゲート電極８３８ａ、８３８ｂが設けら
れており、ダブルゲート構造となっている。また活性層
８３３ｂ上にはゲート電極８３８ｂ、８３９が設けられ
ており、ダブルゲート構造となっている。
【０１８０】８３４ａ、８３４ｂはそれぞれ、ラッチ
（Ａ）１０２－２の一部８０１が有するもう１つのクロ
ックドインバータを形成するＴＦＴの活性層である。活
性層８３４ａ上にはゲート電極８３９、８４０が設けら
れており、ダブルゲート構造となっている。また活性層
８３４ｂ上にはゲート電極８４０、８４１が設けられて
おり、ダブルゲート構造となっている。
【０１８１】また１０２－４は切り替え回路である。図
１５（Ａ）と図１５（Ｂ）に本実施例の切り替え回路の
回路図を示す。
【０１８２】図１５（Ａ）に示す本実施例の切り替え回
路１０２－４は、インバーター８５１と、第１のアナロ
グスイッチ８５２と、第２のアナログスイッチ８５３と
を有している。また図に示す配線から切り替え信号ＳＳ
と切り替え信号の極性を反転させた信号ＳＳＢが入力さ
れる。
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【０１８３】第１及び第２のアナログスイッチ８５２、
８５３の等価回路図を図１６に示す。第１及び第２のア
ナログスイッチ８５２、８５３はｎチャネル型ＴＦＴと
ｐチャネル型ＴＦＴとを有している。第１の制御入力端
子（Ｖｉｎ）または第２の制御入力端子（Ｖｉｎｂ）か
ら入力される信号によって入力端子（ＩＮ）から入力さ
れる信号がサンプリングされ、出力端子（ＯＵＴ）から
出力される。
【０１８４】ラッチ（Ｂ）１０２－３からのデジタルビ
デオ信号は、インバーター８５１を介して第１のアナロ
グスイッチ８５２に入力端子（ＩＮ）から入力する。ま
た同時に、ラッチ（Ｂ）１０２－３からのデジタルビデ
オ信号は第２のアナログスイッチ８５３に入力端子（Ｉ
Ｎ）から入力する。
【０１８５】そして切り替え信号ＳＳと切り替え信号の
極性を反転させた信号ＳＳＢとが、第１のアナログスイ
ッチ８５２と第２のアナログスイッチ８５３に、第１の
制御入力端子（Ｖｉｎ）または第２の制御入力端子（Ｖ
ｉｎｂ）からそれぞれ入力される。この切り替え信号Ｓ
Ｓによってデジタルビデオ信号がサンプリングされ、第
１のアナログスイッチ８５２と第２のアナログスイッチ
８５３の出力端子（ＯＵＴ）からサンプリングされたデ
ジタルビデオ信号が出力される。
【０１８６】切り替え回路１０２－４に入力されたデジ
タルビデオ信号は、そのまま、もしくはその極性を反転
させられて、切り替え回路１０２－４から出力される。
切り替え回路１０２－４においてデジタルビデオ信号の
極性が反転するかしないかは、切り替え信号ＳＳによっ
て選択される。
【０１８７】図１５（Ｂ）に示す本実施例の切り替え回
路１０２－４は、インバーター８６１と、第１のＮＡＮ
Ｄ８６２と、第２のＮＡＮＤ８６３と、ＮＯＲ８６４と
を有している。また図に示す配線から切り替え信号ＳＳ
と切り替え信号の極性を反転させた信号ＳＳＢが入力さ
れる。
【０１８８】ラッチ（Ｂ）１０２－３からのデジタルビ
デオ信号は、インバーター８６１を介してする。そして
同時に切り替え信号ＳＳの極性を反転させた信号ＳＳＢ
も第１のＮＡＮＤ８６２に入力される。
【０１８９】またデジタルビデオ信号がインバーター８
６１を介して第１のＮＡＮＤ８６２に入力されるのと同
時に、デジタルビデオ信号が第２のＮＡＮＤ８６３に入
力される。そして同時に切り替え信号ＳＳも第２のＮＡ
ＮＤ８６３に入力される。
【０１９０】第１及び第２のＮＡＮＤ８６２、８６３か
ら出力された信号は、同時にＮＯＲ８６４に入力され
る。ＮＯＲ８６４から出力された信号はソース信号線に
入力する。
【０１９１】切り替え回路１０２－４に入力されたデジ
タルビデオ信号は、そのまま、もしくはその極性を反転
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させられて、切り替え回路１０２－４から出力される。
切り替え回路１０２－４においてデジタルビデオ信号の
極性が反転するかしないかは、切り替え信号ＳＳによっ
て選択される。
【０１９２】なお切り替え回路は図１５に示した構成に
限定されない。入力したデジタルビデオ信号を、そのま
ま、もしくはその極性を反転させて出力することができ
るなら、切り替え回路はどの様な構成を有していても良
い。
【０１９３】なお本実施例は、実施例１または２と自由
に組み合わせて実施することが可能である。
【０１９４】（実施例４）本実施例では、実施の形態２
で示した発光装置が有するソース信号線駆動回路の詳し
い構成について説明する。図１７に本実施例のソース信
号線駆動回路の回路図を示す。なお図１で示したものと
同一のものは、同じ符号で示す。
【０１９５】１０２－１はシフトレジスタであり、クロ
ック信号（ＣＬＫ）、クロック信号の極性が反転した信
号（ＣＬＫＢ）、スタートパルス信号（ＳＰ）、双方向
切り替え信号（ＳＬ／Ｒ）が、図に示した配線からそれ
ぞれ入力されている。
【０１９６】１０２－２はラッチ（Ａ）であり、１０２
－３はラッチ（Ｂ）である。なお本実施例では、１組の
ラッチ（Ａ）１０２－２と１組のラッチ（Ｂ）１０２－
３が、４本のソース信号線に対応している。しかし本実
施例において、１組のラッチ（Ａ）１０２－２と１組の
ラッチ（Ｂ）１０２－３が対応しているソース信号線の
数はこれに限定されない。また本実施例では信号が有す
る電圧の振幅の幅を変えるレベルシフトを設けなかった
が、設計者が適宜設けるようにしても良い。
【０１９７】またソース信号線駆動回路の外部から入力
されるデジタルビデオ信号（ＤＶ）は、図に示した配線
からラッチ（Ａ）１０２－２に入力される。ラッチ信号
Ｓ＿ＬＡＴ、Ｓ＿ＬＡＴの極性が反転した信号Ｓ＿ＬＡ
Ｔｂはそれぞれ図に示した配線からラッチ（Ｂ）１０２
－３に入力される。
【０１９８】ラッチ（Ａ）１０２－２の詳しい構成につ
いては、図１４に示したものと同じであるため、ここで
は省略する。
【０１９９】１０６はクロック信号制御回路であり、一
定の期間クロック信号（ＣＬＫ）の代わりに、一定の電
位（固定電位）をシフトレジスタ１０２－１に与えるこ
とができる。
【０２００】具体的には、１～ｍビット目までの下位ビ
ットのデジタルビデオ信号をラッチ（Ａ）１０２－２に
書き込むためのタイミング信号だけがラッチ（Ａ）１０
２－２に入力しないように、一定の期間クロック信号制
御回路１０６によってクロック信号の代わりに、一定の
電位（固定電位）をシフトレジスタ１０２－１に入力さ
せるようにした。よってソース信号線駆動回路の外部か
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ら入力されたデジタルビデオ信号ｎビットのうち、（ｍ
＋１）ビット目からｎビット目までの上位ビットのデジ
タルビデオ信号のみをラッチ（Ａ）１０２－２に書き込
むことができる。
【０２０１】図１８（Ａ）（Ｂ）に本実施例のクロック
信号制御回路１０６の詳しい回路図を示す。
【０２０２】図１８（Ａ）に示す本実施例のクロック信
号制御回路１０６は、ＮＡＮＤ１８０１と、インバータ
ー１８０２を有している。また図に示す配線から選択信
号が入力される。
【０２０３】ソース信号線駆動回路の外部から入力され
るクロック信号は入力端子（ＩＮ）からＮＡＮＤ１８０
１に入力される。また同時に選択信号もＮＡＮＤ１８０
１に入力される。そしてＮＡＮＤ１８０１から出力され
た信号は、インバーター１８０２によってその極性が反
転されて出力端子（ＯＵＴ）から出力され、シフトレジ
スタ１０２－１に入力される。
【０２０４】選択信号によって、シフトレジスタ１０２
－１にクロック信号が入力されるか、一定の電位（固定
電位）が与えられるかが選択される。
【０２０５】図１８（Ｂ）に示す本実施例のクロック信
号制御回路１０６は、第１のアナログスイッチ１８１１
と、第２のアナログスイッチ１８１２と、インバーター
１８１３とを有している。また図に示す配線から選択信
号が入力される。
【０２０６】第１及び第２のアナログスイッチ１８１
１、１８１２の等価回路図は図１６に示したものと同じ
である。第１及び第２のアナログスイッチ１８１１、１
８１２はｎチャネル型ＴＦＴとｐチャネル型ＴＦＴとを
有している。第１の制御入力端子（Ｖｉｎ）または第２
の制御入力端子（Ｖｉｎｂ）から入力される信号によっ
て入力端子（ＩＮ）から入力される信号がサンプリング
され、出力端子（ＯＵＴ）から出力される。
【０２０７】選択信号が第１及び第２のアナログスイッ
チ１８１１、１８１２に第１の制御入力端子（Ｖｉｎ）
から入力され、同時にインバーター１８１３によってそ
の極性が反転された選択信号が第１及び第２のアナログ
スイッチ１８１１、１８１２に第２の制御入力端子（Ｖ
ｉｎｂ）から入力される。またさらに同時に、ソース信
号線駆動回路の外部から入力されるクロック信号ＣＬＫ
は、第１のアナログスイッチ１８１１に入力端子（Ｉ
Ｎ）から入力する。第２のアナログスイッチ１８１２に
入力端子（ＩＮ）から一定の電位（固定電位）が与えら
れている。
【０２０８】第１及び第２のアナログスイッチ１８１
１、１８１２の出力端子（ＯＵＴ）から出力される信号
は、共にクロック信号制御回路１０６の出力端子（ＯＵ
Ｔ）から出力される。
【０２０９】選択信号によって、シフトレジスタ１０２
－１にクロック信号が入力されるか、一定の電位（固定
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電位）が与えられるかが選択される。
【０２１０】なおクロック信号制御回路は図１８に示し
た構成に限定されない。
【０２１１】なお本実施例は、実施例１～３と自由に組
み合わせて実施することが可能である。
【０２１２】（実施例５）本実施例では、実施の形態３
で示した発光装置が有するソース信号線駆動回路の詳し
い構成について説明する。図１９に本実施例のソース信
号線駆動回路の回路図を示す。なお図１で示したものと
同一のものは、同じ符号で示す。
【０２１３】１０２－１はシフトレジスタであり、クロ
ック信号（ＣＬＫ）、クロック信号の極性が反転した信
号（ＣＬＫＢ）、スタートパルス信号（ＳＰ）、双方向
切り替え信号（ＳＬ／Ｒ）が、図に示した配線からそれ
ぞれ入力されている。
【０２１４】１０２－２はラッチ（Ａ）であり、１０２
－３はラッチ（Ｂ）である。なお本実施例では、１組の
ラッチ（Ａ）１０２－２と１組のラッチ（Ｂ）１０２－
３が、４本のソース信号線に対応している。しかし本実
施例において、１組のラッチ（Ａ）１０２－２と１組の
ラッチ（Ｂ）１０２－３が対応しているソース信号線の
数はこれに限定されない。また本実施例では信号が有す
る電圧の振幅の幅を変えるレベルシフトを設けなかった
が、設計者が適宜設けるようにしても良い。
【０２１５】またソース信号線駆動回路の外部から入力
されるデジタルビデオ信号（ＤＶ）は、図に示した配線
からラッチ（Ａ）１０２－２に入力される。ラッチ信号
Ｓ＿ＬＡＴ、Ｓ＿ＬＡＴの極性が反転した信号Ｓ＿ＬＡ
Ｔｂはそれぞれ図に示した配線からラッチ（Ｂ）１０２
－３に入力される。
【０２１６】ラッチ（Ａ）１０２－２の詳しい構成につ
いては、図１４に示したものと同じであるため、ここで
は省略する。
【０２１７】１０７は、タイミング信号制御回路であ
り、一定の期間タイミング信号の代わりに、一定の電位
（固定電位）をラッチ（Ａ）１０２－２に与えることが
できる。
【０２１８】具体的には、１～ｍビット目までの下位ビ
ットのデジタルビデオ信号をラッチ（Ａ）１０２－２に
書き込むためのタイミング信号だけがラッチ（Ａ）１０
２－２に入力しないように、一定の期間タイミング信号
制御回路１０７によってシフトレジスタ１０２－１から
出力されるタイミング信号の代わりに、一定の電位（固
定電位）をラッチ（Ａ）１０２－２に与えるようにし
た。よってソース信号線駆動回路１０２の外部から入力
されたデジタルビデオ信号ｎビットのうち、（ｍ＋１）
ビット目からｎビット目までの上位ビットのデジタルビ
デオ信号のみをラッチ（Ａ）１０２－２に書き込むこと
ができる。
【０２１９】なお本実施例のタイミング信号制御回路１
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０７の構成は、図１８（Ａ）（Ｂ）に示したものと同じ
であるので、タイミング信号制御回路１０７の構成につ
いての詳しい説明は実施例４を参照する。ただし本実施
例では、図１８（Ａ）（Ｂ）に示した回路の入力端子
（ＩＮ）にシフトレジスタ１０２－１からのタイミング
信号が入力される。そして図１８（Ａ）（Ｂ）に示した
回路の出力端子（ＯＵＴ）から出力される信号は、ラッ
チ（Ａ）１０２－２に入力される。そして選択信号によ
って、ラッチ（Ａ）１０２－２にタイミング信号が入力
されるか、一定の電位（固定電位）が与えられるかが選
択される。
【０２２０】なおタイミング信号制御回路は図１８に示
した構成に限定されない。
【０２２１】なお本実施例は、実施例１～３と自由に組
み合わせて実施することが可能である。
【０２２２】（実施例６）本実施例では、実施の形態４
で示した発光装置が有するソース信号線駆動回路の詳し
い構成について説明する。図２０に本実施例のソース信
号線駆動回路の回路図を示す。なお図１で示したものと
同一のものは、同じ符号で示す。
【０２２３】１０２－１はシフトレジスタであり、クロ
ック信号（ＣＬＫ）、クロック信号の極性が反転した信
号（ＣＬＫＢ）、スタートパルス信号（ＳＰ）、双方向
切り替え信号（ＳＬ／Ｒ）が、図に示した配線からそれ
ぞれ入力されている。
【０２２４】１０２－２はラッチ（Ａ）であり、１０２
－３はラッチ（Ｂ）である。なお本実施例では、１組の
ラッチ（Ａ）１０２－２と１組のラッチ（Ｂ）１０２－
３が、４本のソース信号線に対応している。しかし本実
施例において、１組のラッチ（Ａ）１０２－２と１組の
ラッチ（Ｂ）１０２－３が対応しているソース信号線の
数はこれに限定されない。また本実施例では信号が有す
る電圧の振幅の幅を変えるレベルシフトを設けなかった
が、設計者が適宜設けるようにしても良い。
【０２２５】またソース信号線駆動回路の外部から入力
されるデジタルビデオ信号（ＤＶ）は、図に示した配線
からラッチ（Ａ）１０２－２に入力される。ラッチ信号
Ｓ＿ＬＡＴ、Ｓ＿ＬＡＴの極性が反転した信号Ｓ＿ＬＡ
Ｔｂはそれぞれ図に示した配線からラッチ（Ｂ）１０２
－３に入力される。
【０２２６】ラッチ（Ａ）１０２－２の詳しい構成につ
いては、図１４に示したものと同じであるため、ここで
は省略する。
【０２２７】１０８は、スタートパルス信号制御回路で
あり、一定の期間スタートパルス信号（ＳＰ）の代わり
に、一定の電位（固定電位）をシフトレジスタ１０２－
１に与えることができる。
【０２２８】具体的には、１～ｍビット目までの下位ビ
ットのデジタルビデオ信号をラッチ（Ａ）１０２－２に
書き込むためのタイミング信号だけがラッチ（Ａ）１０
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２－２に入力しないように、一定の期間スタートパルス
信号制御回路１０８によってスタートパルス信号の代わ
りに一定の電位（固定電位）をシフトレジスタ１０２－
１に与えるようにした。よってソース信号線駆動回路１
０２の外部から入力されたデジタルビデオ信号ｎビット
のうち、（ｍ＋１）ビット目からｎビット目までの上位
ビットのデジタルビデオ信号のみをラッチ（Ａ）１０２
－２に書き込むことができる。
【０２２９】なお本実施例のスタートパルス信号制御回
路１０８の構成は、図１８（Ａ）（Ｂ）に示したものと
同じであるので、スタートパルス信号制御回路１０８の
構成についての詳しい説明は実施例４を参照する。ただ
し本実施例では、図１８（Ａ）（Ｂ）に示した回路の入
力端子（ＩＮ）にスタートパルス信号が入力される。そ
して図１８（Ａ）（Ｂ）に示した回路の出力端子（ＯＵ
Ｔ）から出力される信号は、シフトレジスタ１０２－１
に入力される。そして選択信号によって、シフトレジス
タ１０２－１にスタートパルス信号が入力されるか、一
定の電位（固定電位）が与えられるかが選択される。
【０２３０】なおタイミング信号制御回路は図１８に示
した構成に限定されない。
【０２３１】なお本実施例は、実施例１～３と自由に組
み合わせて実施することが可能である。
【０２３２】（実施例７）本実施例では、本発明の第３
の構成の、実施の形態５で示した構成とは異なる例につ
いて、図２１を用いて説明する。なお図２１において、
なお図５で示したものと同一のものは同じ符号で示す。
【０２３３】５０１は電源供給線であり、５０２はバッ
ファアンプ（緩衝増幅器）、５０３はモニター用発光素
子、５０４は定電流源、５０５は加算回路である。モニ
ター用発光素子５０３の一方の電極は定電流源５０４に
接続されており、モニター用発光素子５０３には常に一
定の電流が流れている。そして発光素子が有する有機化
合物層の温度が変化すると、モニター用発光素子５０３
を流れる電流の大きさが変化しないかわりに、定電流源
５０４に接続されているモニター用発光素子５０３の電
極の電位が変化する。
【０２３４】一方バッファアンプ５０２は２つの入力端
子と１つの出力端子とを有しており、２つの入力端子の
うち一方は非反転入力端子（＋）、もう一方は反転入力
端子（－）である。モニター用発光素子５０３の一方の
電極の電位は、バッファアンプ５０２の非反転入力端子
に与えられる。
【０２３５】バッファアンプは、定電流源５０４に接続
されたモニター用発光素子５０３の電極の電位が、電源
供給線５０１の配線容量等の負荷によって変化するのを
防ぐ回路である。よってバッファアンプ５０２の非反転
入力端子に与えられた電位は、電源供給線５０１や加算
回路５０５の配線容量等の負荷によって変化することな
く出力端子から出力され、加算回路５０５に与えられ
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る。
【０２３６】加算回路５０５に与えられたバッファアン
プ５０２の出力端子の電位は、ある一定の電位差が加え
られるか差し引かれるかした後、電源電位として電源供
給線５０１に与えられる。
【０２３７】図２２に本実施例の加算回路の詳しい回路
図を示す。加算回路５０５は第１の抵抗５２１と、第２
の抵抗５２２と、加算回路用電源５２５と、非反転増幅
回路５２０とを有している。非反転増幅回路５２０は第
３の抵抗５２３と、第４の抵抗５２４と、非反転増幅回
路用電源５２６と、アンプ５２７とを有している。
【０２３８】第１の抵抗５２１の一方の端子は加算回路
の入力端子（ＩＮ）である。そして、第１の抵抗５２１
のもう一方の端子は第２の抵抗５２２の一方の端子に接
続されている。第２の抵抗５２２のもう一方の端子は加
算回路用電源５２５に接続されている。第１の抵抗５２
１と第２の抵抗５２２の間からの出力は、非反転増幅回
路５２０のアンプ５２７の非反転入力端子（＋）に入力
される。
【０２３９】第３の抵抗５２３の一方の端子はアンプ５
２７の出力端子に、第３の抵抗５２３のもう一方の端子
はアンプ５２７の反転入力端子に接続されている。第３
の抵抗５２３とアンプ５２７の反転入力端子との間から
の出力は第４の抵抗５２４の一方の端子に入力されてい
る。第４の抵抗５２４のもう一方の端子は非反転増幅回
路用電源５２６と接続されている。第３の抵抗５２３と
アンプ５２７の出力端子との間からの出力は加算回路５
０５の出力端子（ＯＵＴ）から出力される。
【０２４０】上記構成によって、環境温度の変化によ
り、モニター用発光素子５０３または画素部の発光素子
の有機化合物層の温度が変化しても、発光素子に一定の
電流が流れるように電源電位が変化する。よって発光装
置の環境温度が上昇しても、発光装置の消費電力が大き
くなるのを抑えることができ、かつ発光素子の輝度を一
定に保つことができる。そしてなおかつ加算回路５０５
を設けることで、電源供給線５０１の電位を、モニター
用発光素子５０３の定電流源５０４に接続されている電
極の電位と同じにする必要がなくなる。よってバッファ
アンプ５０２、モニター用発光素子５０３、定電流源５
０４に流れる電流の大きさを抑えることができ、その結
果、消費電力を抑えることができる。
【０２４１】なお加算回路５０５は図２２に示した構成
に限定されない。
【０２４２】また本実施例は、実施例１～６と自由に組
み合わせて実施することが可能である。
【０２４３】（実施例８）本実施例では、同一基板上に
画素部と、画素部の周辺の駆動回路のＴＦＴ（ｎチャネ
ル型ＴＦＴ及びｐチャネル型ＴＦＴ）を同時に作製する
方法について詳細に説明する。
【０２４４】まず、図２３（Ａ）に示すように、コーニ
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ング社の＃７０５９ガラスや＃１７３７ガラスなどに代
表されるバリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ
酸ガラスなどのガラス、または石英基板から成る基板４
００上に酸化シリコン膜、窒化シリコン膜または酸化窒
化シリコン膜などの絶縁膜から成る下地膜４０１を形成
する。例えば、プラズマＣＶＤ法でＳｉＨ

4
、ＮＨ

3
、Ｎ

2
Ｏから作製される酸化窒化シリコン膜を１０～２００n
m（好ましくは５０～１００nm）形成し、同様にＳｉ
Ｈ
4
、Ｎ

2
Ｏから作製される酸化窒化水素化シリコン膜を

５０～２００ｎｍ（好ましくは１００～１５０nm）の厚
さに積層形成する。なお図２３（Ａ）では下地膜を１つ
の層で示した。本実施例では下地膜４０１を２層構造と
して示したが、前記絶縁膜の単層膜または２層以上積層
させた構造として形成しても良い。
【０２４５】半導体層４０２～４０５は、非晶質構造を
有する半導体膜をレーザー結晶化法や公知の熱結晶化法
を用いて作製した結晶質半導体膜で形成する。この半導
体層４０２～４０５の厚さは２５～８０ｎｍ（好ましく
は３０～６０ｎｍ）の厚さで形成する。結晶質半導体膜
の材料に限定はないが、好ましくはシリコンまたはシリ
コンゲルマニウム（ＳｉＧｅ）合金などで形成すると良
い。
【０２４６】公知の結晶化方法としては、電熱炉を使用
した熱結晶化方法、レーザー光を用いたレーザーアニー
ル結晶化法、赤外光を用いたランプアニール結晶化法、
触媒金属を用いた結晶化法がある。
【０２４７】レーザー結晶化法で結晶質半導体膜を作製
するには、パルス発振型または連続発光型のエキシマレ
ーザーやＹＡＧレーザー、ＹＶＯ

4
レーザーを用いる。

これらのレーザーを用いる場合には、レーザー発振器か
ら放射されたレーザー光を光学系で線状に集光し半導体
膜に照射する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施
者が適宣選択するものであるが、エキシマレーザーを用
いる場合はパルス発振周波数３００Ｈｚとし、レーザー
エネルギー密度を１００～４００mJ/cm2(代表的には２
００～３００mJ/cm2)とする。また、ＹＡＧレーザーを
用いる場合にはその第２高調波を用いパルス発振周波数
３０～３００ｋＨｚとし、レーザーエネルギー密度を３
００～６００mJ/cm2(代表的には３５０～５００mJ/cm2)
とすると良い。そして幅１００～１０００μｍ、例えば
４００μｍで線状に集光したレーザー光を基板全面に渡
って照射し、この時の線状レーザー光の重ね合わせ率
（オーバーラップ率）を５０～９０％として行う。
【０２４８】次いで、半導体層４０２～４０５を覆うゲ
ート絶縁膜４０６を形成する。ゲート絶縁膜４０６はプ
ラズマＣＶＤ法またはスパッタ法を用い、厚さを４０～
１５０ｎｍとしてシリコンを含む絶縁膜で形成する。本
実施例では、１２０ｎｍの厚さで酸化窒化シリコン膜で
形成する。勿論、ゲート絶縁膜４０６はこのような酸化
窒化シリコン膜に限定されるものでなく、他のシリコン
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を含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良
い。例えば、酸化シリコン膜を用いる場合には、プラズ
マＣＶＤ法でＴＥＯＳ（Tetraethyl Orthosilicate）と
Ｏ

2
とを混合し、反応圧力４０Pa、基板温度３００～４

００℃とし、高周波（１３．５６MHz）電力密度０．５
～０．８W/cm2で放電させて形成することができる。こ
のようにして作製される酸化シリコン膜は、その後４０
０～５００℃の熱アニールによりゲート絶縁膜として良
好な特性を得ることができる。
【０２４９】そして、ゲート絶縁膜４０６上にゲート電
極を形成するための第１の導電膜４０７と第２の導電膜
４０８とを形成する。本実施例では、第１の導電膜４０
７をＴａで５０～１００ｎｍの厚さに形成し、第２の導
電膜４０８をＷで１００～３００ｎｍの厚さに形成す
る。
【０２５０】Ｔａ膜はスパッタ法で形成し、Ｔａのター
ゲットをＡｒでスパッタする。この場合、Ａｒに適量の
ＸｅやＫｒを加えると、Ｔａ膜の内部応力を緩和して膜
の剥離を防止することができる。また、α相のＴａ膜の
抵抗率は２０μΩcm程度でありゲート電極に使用するこ
とができるが、β相のＴａ膜の抵抗率は１８０μΩcm程
度でありゲート電極とするには不向きである。α相のＴ
ａ膜を形成するために、Ｔａのα相に近い結晶構造をも
つ窒化タンタルを１０～５０ｎｍ程度の厚さでＴａの下
地に形成しておくとα相のＴａ膜を容易に得ることがで
きる。
【０２５１】Ｗ膜を形成する場合には、Ｗをターゲット
としたスパッタ法で形成する。その他に６フッ化タング
ステン（ＷＦ

6
）を用いる熱ＣＶＤ法で形成することも

できる。いずれにしてもゲート電極として使用するため
には低抵抗化を図る必要があり、Ｗ膜の抵抗率は２０μ
Ωｃｍ以下にすることが望ましい。Ｗ膜は結晶粒を大き
くすることで低抵抗率化を図ることができるが、Ｗ膜中
に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶化が阻害さ
れ高抵抗化する。このことより、スパッタ法による場
合、純度９９．９９％または９９．９９９９％のＷター
ゲットを用い、さらに成膜時に気相中からの不純物の混
入がないように十分配慮してＷ膜を形成することによ
り、抵抗率９～２０μΩｃｍを実現することができる。
【０２５２】なお、本実施例では、第１の導電膜４０７
をＴａ、第２の導電膜４０８をＷとしたが、特に限定さ
れず、いずれもＴａ、Ｗ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕから
選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金材料
若しくは化合物材料で形成してもよい。また、リン等の
不純物元素をドーピングした多結晶シリコン膜に代表さ
れる半導体膜を用いてもよい。本実施例以外の他の組み
合わせの一例は、第１の導電膜を窒化タンタル（Ｔａ
Ｎ）で形成し、第２の導電膜をＷとする組み合わせ、第
１の導電膜を窒化タンタル（ＴａＮ）で形成し、第２の
導電膜をＡｌとする組み合わせ、第１の導電膜を窒化タ
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ンタル（ＴａＮ）で形成し、第２の導電膜をＣｕとする
組み合わせで形成することが好ましい。（図２３
（Ｂ））
【０２５３】次に、レジストによるマスク４０９～４１
２を形成し、電極及び配線を形成するための第１のエッ
チング処理を行う。本実施例ではＩＣＰ（Inductively 
Coupled Plasma：誘導結合型プラズマ）エッチング法を
用い、エッチング用ガスにＣＦ

4
とＣｌ

2
を混合し、１Pa

の圧力でコイル型の電極に５００WのＲＦ（13.56MHz）
電力を投入してプラズマを生成して行う。基板側（試料
ステージ）にも１００WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入
し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。ＣＦ

4

とＣｌ
2
を混合した場合にはＷ膜及びＴａ膜とも同程度

にエッチングされる。
【０２５４】なお図２３（Ｃ）では図示しなかったが、
上記エッチング条件では、レジストによるマスクの形状
を適したものとすることにより、基板側に印加するバイ
アス電圧の効果により第１の導電層及び第２の導電層の
端部がテーパー形状となる。テーパー部の角度は１５～
４５°となる。ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエ
ッチングするためには、１０～２０％程度の割合でエッ
チング時間を増加させると良い。Ｗ膜に対する酸化窒化
シリコン膜の選択比は２～４（代表的には３）であるの
で、オーバーエッチング処理により、酸化窒化シリコン
膜が露出した面は２０～５０nm程度エッチングされるこ
とになる。また図２３（Ｃ）では図示しなかったが、ゲ
ート絶縁膜４０６は、上記エッチングによって第１の形
状の導電層４１４～４１７で覆われない領域が２０～５
０nm程度エッチングされ薄くなった。
【０２５５】こうして、第１のエッチング処理により第
１の導電層と第２の導電層から成る第１の形状の導電層
４１４～４１７（第１の導電層４１４ａ～４１７ａと第
２の導電層４１４ｂ～４１７ｂ）を形成する。
【０２５６】次に、図２３（Ｄ）に示すように第２のエ
ッチング処理を行う。同様にＩＣＰエッチング法を用
い、エッチングガスにＣＦ

4
とＣｌ

2
とＯ

2
を混合して、

１Paの圧力でコイル型の電極に５００ＷのＲＦ電力(13.
56MHz)を供給し、プラズマを生成して行う。基板側（試
料ステージ）には５０WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入
し、第１のエッチング処理に比べ低い自己バイアス電圧
を印加する。このような条件によりＷ膜を異方性エッチ
ングし、かつ、それより遅いエッチング速度で第１の導
電層であるＴａを異方性エッチングして第２の形状の導
電層４１９～４２２（第１の導電層４１９ａ～４２２ａ
と第２の導電層４１９ｂ～４２２ｂ）を形成する。また
図２３（Ｄ）では図示しなかったが、ゲート絶縁膜４０
６は、上記エッチングによって第２の形状の導電層４１
９～４２２で覆われない領域がさらに２０～５０nm程度
エッチングされ薄くなった。
【０２５７】Ｗ膜やＴａ膜のＣＦ

4
とＣｌ

2
の混合ガスに
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よるエッチング反応は、生成されるラジカルまたはイオ
ン種と反応生成物の蒸気圧から推測することができる。
ＷとＴａのフッ化物と塩化物の蒸気圧を比較すると、Ｗ
のフッ化物であるＷＦ

6
が極端に高く、その他のＷＣ

ｌ
5
、ＴａＦ

5
、ＴａＣｌ

5
は同程度である。従って、Ｃ

Ｆ
4
とＣｌ

2
の混合ガスではＷ膜及びＴａ膜共にエッチン

グされる。しかし、この混合ガスに適量のＯ
2
を添加す

るとＣＦ
4
とＯ

2
が反応してＣＯとＦになり、Ｆラジカル

またはＦイオンが多量に発生する。その結果、フッ化物
の蒸気圧が高いＷ膜のエッチング速度が増大する。一
方、ＴａはＦが増大しても相対的にエッチング速度の増
加は少ない。また、ＴａはＷに比較して酸化されやすい
ので、Ｏ

2
を添加することでＴａの表面が酸化される。

Ｔａの酸化物はフッ素や塩素と反応しないためさらにＴ
ａ膜のエッチング速度は低下する。従って、Ｗ膜とＴａ
膜とのエッチング速度に差を作ることが可能となりＷ膜
のエッチング速度をＴａ膜よりも大きくすることが可能
となる。
【０２５８】そして、マスク４０９ａ～マスク４１２ａ
を除去し、図２４（Ａ）に示すように第１のドーピング
処理を行い、ｎ型を付与する不純物元素を添加する。例
えば、加速電圧を７０～１２０ｋｅＶとし、１×１０13

/cm2のドーズ量で行う。ドーピングは、第２の形状の導
電層４１９～４２２を不純物元素に対するマスクとして
用い、第２の導電層４１９ａ～４２２ａの下側の領域に
も不純物元素が添加されるようにドーピングする。こう
して、第２の導電層４１９ａ～４２２ａと重なる第１の
不純物領域４２５～４２８と、第１の不純物領域よりも
不純物の濃度が高い第２の不純物領域４２９～４３２と
が形成される。なお本実施例ではマスク４０９ａ～４１
２ａを除去してからｎ型を付与する不純物元素を添加し
たが、本発明はこれに限定されない。図２４（Ａ）の工
程においてｎ型を付与する不純物元素を添加してからマ
スク４０９ａ～マスク４１２ａを除去しても良い。
【０２５９】次に第２の導電層４２１ａ、４２１ｂを覆
うように半導体層４０４上にレジストからなるマスク４
３３を形成する。マスク４３３はゲート絶縁膜４０６を
間に挟んで第２の不純物領域４３１と一部重なってい
る。そして第２のドーピング処理を行いｎ型を付与する
不純物元素を添加する。この場合、第１のドーピング処
理よりもドーズ量を上げて低い加速電圧の条件としてｎ
型を付与する不純物元素をドーピングする。（図２４
（Ｂ））ドーピングの方法はイオンドープ法若しくはイ
オン注入法で行えば良い。イオンドープ法の条件はドー
ズ量を１×１０13～５×１０14atoms/cm2とし、加速電
圧を６０～１００ｋｅＶとして行う。ｎ型を付与する不
純物元素として１５族に属する元素、典型的にはリン
（Ｐ）または砒素（Ａｓ）を用いるが、ここではリン
（Ｐ）を用いる。この場合、第２の形状の導電層４１９
～４２２がｎ型を付与する不純物元素に対するマスクと
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なり、自己整合的にソース領域４３４～４３７、ドレイ
ン領域４３８～４４１、Ｌｏｖ領域４４２～４４５が形
成される。またマスク４３３によってＬｏｆｆ領域４４
６が形成される。ソース領域４３４～４３７、ドレイン
領域４３８～４４１には１×１０20～１×１０21atomic
/cm3の濃度範囲でｎ型を付与する不純物元素を添加す
る。
【０２６０】本実施例はマスク４３３のサイズを制御す
ることで、Ｌｏｆｆ領域４４６の長さを自由に設定する
ことが可能である。
【０２６１】なお本明細書において、ゲート絶縁膜を介
してゲート電極と重なるＬＤＤ領域をＬｏｖ領域と呼
ぶ。またゲート絶縁膜を介してゲート電極と重ならない
ＬＤＤ領域をＬｏｆｆ領域と呼ぶ。
【０２６２】ｎ型を付与する不純物元素は、Ｌｏｆｆ領
域で１×１０17～１×１０19atoms/cm3の濃度となるよ
うにし、Ｌｏｖ領域で１×１０16～１×１０18atoms/cm
3の濃度となるようにする。
【０２６３】なお図２４（Ｂ）において、上述したよう
な条件でｎ型を付与する不純物元素をドーピングする前
または後に、半導体層４０４上にマスク４３３を形成し
た状態で加速電圧を７０～１２０ｋｅＶとしｎ型を付与
する不純物元素をドーピングしても良い。上記工程によ
って、スイッチング用ＴＦＴのＬｏｆｆ領域となる部分
４４６のｎ型を付与する不純物元素の濃度を抑えつつ、
駆動回路に用いられるＴＦＴのＬｏｖ領域となる部分４
４２、４４３のｎ型を付与する不純物元素の濃度を高め
ることができる。スイッチング用ＴＦＴのＬｏｆｆ領域
となる部分４４６のｎ型を付与する不純物元素の濃度を
抑えることで、スイッチング用ＴＦＴのオフ電流を提言
することが可能である。また駆動回路に用いられるｎチ
ャネル型ＴＦＴのＬｏｖ領域となる部分４４３のｎ型を
付与する不純物元素の濃度を高めることで、ホットキャ
リア効果による、ドレイン近傍の高電界によって発生し
たホットキャリアが劣化現象を引き起こすのを防ぐこと
ができる。
【０２６４】そして、マスク４５３を除去した後、図２
４（Ｃ）に示すように、ｐチャネル型ＴＦＴを形成する
半導体層４０２、４０５に一導電型とは逆の導電型のソ
ース領域４４７、４４８と、ドレイン領域４４９、４５
０と、Ｌｏｖ領域４５１、４５２を形成する。第２の形
状を有する導電層４１９、４２２を不純物元素に対する
マスクとして用い、自己整合的に不純物領域を形成す
る。このとき、ｎチャネル型ＴＦＴを形成する半導体層
４０２、４０３はレジストマスク４５３で全面を被覆し
ておく。ソース領域４４７、４４８及びドレイン領域４
４９、４５０と、Ｌｏｖ領域４５１、４５２とにはそれ
ぞれ異なる濃度でリンが添加されているが、ジボラン
（Ｂ

2
Ｈ
6
）を用いたイオンドープ法で形成し、そのいず

れの領域においても不純物濃度を２×１０20～２×１０
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21atoms/cm3となるようにする。
【０２６５】以上までの工程でそれぞれの半導体層４０
２～４０５に不純物領域（ソース領域、ドレイン領域、
Ｌｏｖ領域、Ｌｏｆｆ領域）が形成される。半導体層と
重なる第２の導電層４１９～４２２がゲート電極として
機能する。
【０２６６】こうして導電型の制御を目的として、それ
ぞれの半導体層に添加された不純物元素を活性化する工
程を行う。この工程はファーネスアニール炉を用いる熱
アニール法で行う。その他に、レーザーアニール法、ま
たはラピッドサーマルアニール法（ＲＴＡ法）を適用す
ることができる。熱アニール法では酸素濃度が１ｐｐｍ
以下、好ましくは０．１ｐｐｍ以下の窒素雰囲気中で４
００～７００℃、代表的には５００～６００℃で行うも
のであり、本実施例では５００℃で４時間の熱処理を行
う。ただし、４１９～４２２に用いた配線材料が熱に弱
い場合には、配線等を保護するため層間絶縁膜（シリコ
ンを主成分とする）を形成した後で活性化を行うことが
好ましい。
【０２６７】さらに、３～１００％の水素を含む雰囲気
中で、３００～４５０℃で１～１２時間の熱処理を行
い、半導体層を水素化する工程を行う。この工程は熱的
に励起された水素により半導体層のダングリングボンド
を終端する工程である。水素化の他の手段として、プラ
ズマ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）
を行っても良い。
【０２６８】次いで、第１の層間絶縁膜４５５は酸化窒
化シリコン膜から１００～２００ｎｍの厚さで形成す
る。（図２５（Ａ））その上に有機絶縁物材料から成る
第２の層間絶縁膜４５８を形成する。
【０２６９】そして、ゲート絶縁膜４０６、第１の層間
絶縁膜４５５、第２の層間絶縁膜４５８にコンタクトホ
ールを形成し、該コンタクトホールを介して、ソース領
域４４７、４３５、４３６、４４８と接するようにソー
ス配線４５９～４６２を形成した。また同様に、ドレイ
ン領域４４９、４３９、４４０、４５０と接するドレイ
ン配線４６３～４６５を形成する（図２５（Ｂ））。
【０２７０】なお、ゲート絶縁膜４０６、第１の層間絶
縁膜４５５、第２の層間絶縁膜４５８がＳｉＯ

2
膜また

はＳｉＯＮ膜の場合、ＣＦ
4
とＯ

2
とを用いたドライエッ

チングでコンタクトホールを形成するのが好ましい。ま
たゲート絶縁膜４０６、第１の層間絶縁膜４５５、第２
の層間絶縁膜４５８が有機樹脂膜の場合、ＣＨＦ

3
を用

いたドライエッチング、またはＢＨＦ（緩衝フッ酸：Ｈ
Ｆ＋ＮＨ

4
Ｆ）でコンタクトホールを形成するのが好ま

しい。またゲート絶縁膜４０６、第１の層間絶縁膜４５
５、第２の層間絶縁膜４５８が異なる材料で形成されて
いる場合、膜ごとにエッチングの方法及び用いるエッチ
ャントやエッチングガスの種類を変えることが好ましい
が、エッチングの方法及び用いるエッチャントやエッチ
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ングガスを全て同じにしてコンタクトホールを形成して
も良い。
【０２７１】次に、有機樹脂からなる第３層間絶縁膜４
６７を形成する。有機樹脂としてはポリイミド、ポリア
ミド、アクリル、ＢＣＢ（ベンゾシクロブテン）等を使
用することができる。特に、第３層間絶縁膜４６７は平
坦化の意味合いが強いので、平坦性に優れたアクリルが
好ましい。本実施例ではＴＦＴによって形成される段差
を十分に平坦化しうる膜厚でアクリル膜を形成する。好
ましくは１～５μm（さらに好ましくは２～４μm）とす
れば良い。
【０２７２】次に第３層間絶縁膜４６７に、ドレイン配
線４６５に達するコンタクトホールを形成し、画素電極
４６８を形成する。本実施例では酸化インジウム・スズ
（ＩＴＯ）膜を１１０ｎｍの厚さに形成し、パターニン
グを行って画素電極４６８を形成する。また、酸化イン
ジウムに２～２０％の酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合した透
明導電膜を用いても良い。この画素電極４６８が発光素
子の陽極となる。（図２５（Ｃ））
【０２７３】次に、樹脂材料でなる第１バンク４６９及
び第２バンク４７０を形成する。第１バンク４６９及び
第２バンク４７０は後に形成される有機化合物層及び陰
極を隣り合う画素間で分離するために設けられる。よっ
て第１バンク４６９よりも第２バンク４７０の方が横に
張り出している構成にすることが望ましい。なお第１バ
ンク４６９と第２バンク４７０とを合わせた厚さは１～
２μm程度であることが好ましいが、後に形成される有
機化合物層及び陰極を隣り合う画素間で分離することが
できるならこの厚さに限らない。また第１バンク４６９
及び第２バンク４７０は絶縁膜で形成されることが必要
であり、例えば酸化物、樹脂等で形成することが可能で
ある。そして第１バンク４６９と第２バンク４７０は互
いに同じ材料で形成されていても、異なる材料で形成さ
れていてもどちらでも良い。第１バンク４６９及び第２
バンク４７０は画素と画素との間にストライプ状に形成
される。第１バンク４６９及び第２バンク４７０はソー
ス配線（ソース信号線）上に沿って形成しても良いし、
ゲート配線（ゲート信号線）上に沿って形成しても良
い。なお第１バンク４６９及び第２バンク４７０を樹脂
に顔料等を混ぜたもので形成しても良い。（図２６
（Ａ））
【０２７４】次に、有機化合物層４７１及び陰極（Ｍｇ
Ａｇ電極）４７２を、真空蒸着法を用いて大気解放しな
いで連続形成する。なお、有機化合物層４７１の膜厚は
８００～２００ｎｍ（典型的には１００～１２０ｎ
ｍ）、陰極４７２の厚さは１８０～３００ｎｍ（典型的
には２００～２５０ｎｍ）とすれば良い。なお、本実施
例では一画素しか図示されていないが、このとき同時に
赤色に発光する有機化合物層、緑色に発光する有機化合
物層及び青色に発光する有機化合物層が形成される。な



(24) 特開２００２－３３３８６１

10

20

30

40

50

45
おバンク４７０上に有機化合物層と陰極を形成する材料
が一部積層されるが、本明細書ではこれらを有機化合物
層４７１と陰極４７２に含めない。
【０２７５】この工程では、赤色に対応する画素、緑色
に対応する画素及び青色に対応する画素に対して順次有
機化合物層４７１及び陰極４７２を形成する。但し、有
機化合物層４７１は溶液に対する耐性に乏しいためフォ
トリソグラフィ技術を用いずに各色個別に形成しなくて
はならない。そこでメタルマスクを用いて所望の画素以
外を隠し、必要箇所だけ選択的に有機化合物層４７１及
び陰極４７２を形成するのが好ましい。
【０２７６】即ち、まず赤色に対応する画素以外を全て
隠すマスクをセットし、そのマスクを用いて赤色発光の
有機化合物層を選択的に形成する。次いで、緑色に対応
する画素以外を全て隠すマスクをセットし、そのマスク
を用いて緑色発光の有機化合物層を選択的に形成する。
次いで、同様に青色に対応する画素以外を全て隠すマス
クをセットし、そのマスクを用いて青色発光の有機化合
物層を選択的に形成する。なお、ここでは全て異なるマ
スクを用いるように記載しているが、同じマスクを使い
まわしても構わない。また、全画素に有機化合物層及び
陰極を形成するまで真空を破らずに処理することが好ま
しい。
【０２７７】なお、本実施例では有機化合物層４７１を
発光層のみからなる単層構造とするが、有機化合物層は
発光層の他に正孔輸送層、正孔注入層、電子輸送層、電
子注入層等を有していても構わない。このように組み合
わせは既に様々な例が報告されており、そのいずれの構
成を用いても構わない。有機化合物層４７１としては公
知の材料を用いることができる。公知の材料としては、
発光素子の駆動電圧を考慮すると有機材料を用いるのが
好ましい。
【０２７８】次に陰極４７２を形成する。本実施例では
発光素子の陰極としてＭｇＡｇ電極を用いた例を示す
が、公知の他の材料を用いることが可能である。
【０２７９】こうして図２６（Ｂ）に示すような構造の
アクティブマトリクス基板が完成する。なお、第１バン
ク４６９と第２バンク４７０を形成した後、陰極４７２
を形成するまでの工程をマルチチャンバー方式（または
インライン方式）の薄膜形成装置を用いて、大気解放せ
ずに連続的に処理することは有効である。
【０２８０】本実施例において、スイッチング用ＴＦＴ
５０１の半導体層は、ソース領域５０４、ドレイン領域
５０５、Ｌｏｆｆ領域５０６、Ｌｏｖ領域５０７、チャ
ネル形成領域５０８を含んでいる。Ｌｏｆｆ領域５０６
はゲート絶縁膜４０６を介してゲート電極４２１と重な
らないように設けられている。またＬｏｖ領域５０７は
ゲート絶縁膜４０６を介してゲート電極４２１と重なる
ように設けられている。このような構造はオフ電流を低
減する上で非常に効果的である。

46
【０２８１】また、本実施例ではスイッチング用ＴＦＴ
５０１はシングルゲート構造としているが、本発明では
スイッチング用ＴＦＴはダブルゲート構造やその他のマ
ルチゲート構造を有していても良い。ダブルゲート構造
とすることで実質的に二つのＴＦＴが直列された構造と
なり、オフ電流をさらに低減することができるという利
点がある。
【０２８２】また本実施例ではスイッチング用ＴＦＴ５
０１はｎチャネル型ＴＦＴであるが、ｐチャネル型ＴＦ
Ｔであってもかまわない。
【０２８３】電流制御用ＴＦＴ５０２の半導体層は、ソ
ース領域５１０、ドレイン領域５１１、Ｌｏｖ領域５１
２、チャネル形成領域５１３を含んでいる。Ｌｏｖ領域
５１２はゲート絶縁膜４０６を介してゲート電極４２２
と重なるように設けられている。なお本実施例において
電流制御用ＴＦＴ５０２はＬｏｆｆ領域を有していない
が、Ｌｏｆｆ領域を有する構成にしても良い。
【０２８４】また本実施例では電流制御用ＴＦＴ５０２
はｐチャネル型ＴＦＴであるが、ｎチャネル型ＴＦＴで
あってもかまわない。
【０２８５】なお、本実施例のアクティブマトリクス基
板は、画素部だけでなく駆動回路部にも最適な構造のＴ
ＦＴを配置することにより、非常に高い信頼性を示し、
動作特性も向上しうる。
【０２８６】まず、極力動作速度を落とさないようにホ
ットキャリア注入を低減させる構造を有するＴＦＴを、
駆動回路部を形成するＣＭＯＳ回路のｎチャネル型ＴＦ
Ｔ５０３として用いる。なお、ここでいう駆動回路とし
ては、シフトレジスタ、バッファ、レベルシフタ、サン
プリング回路（サンプル及びホールド回路）などが含ま
れる。デジタル駆動を行う場合には、Ｄ／Ａコンバータ
などの信号変換回路も含まれ得る。
【０２８７】本実施例の場合、ＣＭＯＳ回路のｎチャネ
ル型ＴＦＴ５０３の半導体層は、ソース領域５２１、ド
レイン領域５２２、Ｌｏｖ領域５２３及びチャネル形成
領域５２４を含んでいる。
【０２８８】また本実施例の場合、ＣＭＯＳ回路のｐチ
ャネル型ＴＦＴ５０４の半導体層は、ソース領域５３
１、ドレイン領域５３２、Ｌｏｖ領域５３３及びチャネ
ル形成領域５３４を含んでいる。
【０２８９】なお、実際には図２６（Ｂ）まで完成した
ら、さらに外気に曝されないように気密性が高く、脱ガ
スの少ない保護フィルム（ラミネートフィルム、紫外線
硬化樹脂フィルム等）や透光性のシーリング材でパッケ
ージング（封入）することが好ましい。その際、シーリ
ング材の内部を不活性雰囲気にしたり、内部に吸湿性材
料（例えば酸化バリウム）を配置したりすると発光素子
の信頼性が向上する。
【０２９０】また、パッケージング等の処理により気密
性を高めたら、基板上に形成された素子又は回路から引
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き回された端子と外部信号端子とを接続するためのコネ
クター（フレキシブルプリントサーキット：ＦＰＣ）を
取り付けて製品として完成する。このような出荷できる
までした状態を本明細書中では発光装置という。
【０２９１】上述したように本実施例の作製行程では、
ゲート電極のチャネル長方向の長さ（以下単にゲート電
極の幅と呼ぶ）が異なっているため、ゲート電極をマス
クとしてイオン注入を行うことにより、ゲート電極の厚
さが異なることによるイオンの侵入深さの違いを利用し
て、第１のゲート電極の下に位置する半導体層中のイオ
ン濃度を、第１のゲート電極の下に位置しない半導体層
中のイオン濃度より低くすることが可能である。
【０２９２】またマスクを用いてＬｏｆｆ領域を形成す
るために、エッチングで制御しなくてはならないのはＬ
ｏｖ領域の幅のみであり、Ｌｏｆｆ領域とＬｏｖ領域の
位置の制御が容易である。
【０２９３】なお本実施例では有機化合物層から発せら
れる光が基板側に向いている例について説明したが、本
発明はこれに限定されず、有機化合物層から発せられる
光が基板の上に向いているような構成であっても良い。
この場合発光素子の陰極が画素電極となり、電流制御用
ＴＦＴはｎチャネル型ＴＦＴであることが望ましい。
【０２９４】なお本実施例では画素がスイッチング用Ｔ
ＦＴと電流制御用ＴＦＴの２つのＴＦＴを有している場
合について説明した。しかし本実施例はこれに限定され
ない。画素が３つ以上ＴＦＴを有している場合でも、本
実施例を適用することは可能である。
【０２９５】本発明の発光装置の作製方法は、本実施例
において示した作製方法に限定されることはなく、他の
あらゆる作製方法を用いることが可能である。
【０２９６】また本実施例は、実施例１～７と自由に組
み合わせて実施することが可能である。
【０２９７】（実施例９）本発明を実施して形成された
発光装置は、自発光型であるため液晶表示装置に比べて
明るい場所での視認性に優れ、しかも視野角が広い。従
って、様々な電子機器の表示部に用いることができる。
例えば、ＴＶ放送等を大画面で鑑賞するには対角３０イ
ンチ以上（典型的には４０インチ以上）の発光装置を筐
体に組み込んだ表示装置の表示部として本発明の発光装
置を用いるとよい。本発明の発光装置は様々な電子機器
の表示部として用いることができる。
【０２９８】その様な本発明の電子機器としては、ビデ
オカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ
（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシス
テム、音響再生装置（カーオーディオ、オーディオコン
ポ等）、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機
器、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、
携帯型ゲーム機または電子書籍等）、記録媒体を備えた
画像再生装置（具体的にはデジタルビデオディスク（Ｄ
ＶＤ）等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるデ
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ィスプレイを備えた装置）などが挙げられる。特に、斜
め方向から見ることの多い携帯情報端末は視野角の広さ
が重要視されるため、発光装置を用いることが望まし
い。それら電子機器の具体例を図２７、図２８に示す。
【０２９９】図２７（Ａ）は携帯情報端末であり、２７
０１は表示用パネル、２７０２は操作用パネルである。
表示用パネル２７０１と操作用パネル２７０２とは接続
部２７０３において接続されている。そして接続部２７
０３における、表示用パネル２７０１の表示部２７０４
が設けられている面と操作用パネル２７０２の操作キー
２７０６が設けられている面との角度θは、任意に変え
ることができる。
【０３００】表示用パネル２７０１は表示部２７０４を
有している。また図２７（Ａ）に示した携帯情報端末は
電話としての機能を有しており、表示用パネル２７０１
は音声出力部２７０５を有しており、音声が音声出力部
２７０５から出力される。そして本発明の発光装置は表
示部２７０４に用いられている。
【０３０１】操作用パネル２７０２は操作キー２７０
６、電源スイッチ２７０７、音声入力部２７０８、ＣＣ
Ｄ受光部２７０９を有している。なお図２７（Ａ）では
操作キー２７０６と電源スイッチ２７０７とを別個に設
けたが、操作キー２７０６の中に電源スイッチ２７０７
が含まれる構成にしても良い。
【０３０２】音声入力部２７０７において、音声が入力
される。ＣＣＤ受光部２７０９において入力された画像
が電子データとして携帯情報端末に取り込まれる。
【０３０３】なお図２７（Ａ）では表示用パネル２７０
１が音声出力部２７０５を有し、操作用パネルが音声入
力部２７０８を有しているが、本実施例はこの構成に限
定されない。表示用パネル２７０１が音声入力部２７０
８を有し、操作用パネルが音声出力部２７０５を有して
いても良い。また音声出力部２７０５と音声入力部２７
０８とが共に表示用パネル２７０１に設けられていても
良いし、音声出力部２７０５と音声入力部２７０８とが
共に操作用パネル２７０２に設けられていても良い。
【０３０４】なお図２７（Ａ）では携帯情報端末はアン
テナを有していないが、必要に応じてアンテナを設けて
も良い。
【０３０５】図２７（Ｂ）は携帯電話であり、本体２６
０１、音声出力部２６０２、音声入力部２６０３、表示
部２６０４、操作スイッチ２６０５、アンテナ２６０６
を含む。本発明の発光装置は表示部２６０４に用いるこ
とができる。なお、表示部２６０４は黒色の背景に白色
の文字を表示することで携帯電話の消費電力を抑えるこ
とができる。
【０３０６】本発明の発光装置は消費電力を抑えること
が可能なので、携帯型の電子機器において特に有効であ
る。
【０３０７】図２８（Ａ）は発光装置を有する表示装置
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であり、筐体２００１、支持台２００２、表示部２００
３等を含む。本発明の発光装置は表示部２００３に用い
ることができる。発光装置は自発光型であるためバック
ライトが必要なく、液晶表示装置よりも薄い表示部とす
ることができる。
【０３０８】図２８（Ｂ）はビデオカメラであり、本体
２１０１、表示部２１０２、音声入力部２１０３、操作
スイッチ２１０４、バッテリー２１０５、受像部２１０
６等を含む。本発明の発光装置は表示部２１０２に用い
ることができる。
【０３０９】図２８（Ｃ）は頭部取り付け型の電子機器
の一部（右片側）であり、本体２２０１、信号ケーブル
２２０２、頭部固定バンド２２０３、スクリーン部２２
０４、光学系２２０５、表示部２２０６等を含む。本発
明の発光装置は表示部２２０６に用いることができる。
【０３１０】図２８（Ｄ）は記録媒体を備えた画像再生
装置（具体的にはＤＶＤ再生装置）であり、本体２３０
１、記録媒体（ＤＶＤ等）２３０２、操作スイッチ２３
０３、表示部（ａ）２３０４、表示部（ｂ）２３０５等
を含む。表示部（ａ）２３０４は主として画像情報を表
示し、表示部（ｂ）２３０５は主として文字情報を表示
するが、本発明の発光装置はこれら表示部（ａ）、
（ｂ）２３０４、２３０５に用いることができる。な
お、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲーム機
器なども含まれる。
【０３１１】図２８（Ｅ）はゴーグル型ディスプレイ
（ヘッドマウントディスプレイ）であり、本体２４０
１、表示部２４０２、アーム部２４０３を含む。本発明
の発光装置は表示部２４０２に用いることができる。
【０３１２】図２８（Ｆ）はパーソナルコンピュータで
あり、本体２５０１、筐体２５０２、表示部２５０３、
キーボード２５０４等を含む。本発明の発光装置は表示
部２５０３に用いることができる。
【０３１３】なお、将来的に有機材料の発光輝度が高く
なれば、出力した画像情報を含む光をレンズ等で拡大投
影してフロント型若しくはリア型のプロジェクターに用
いることも可能となる。
【０３１４】また、上記電子機器はインターネットやＣ
ＡＴＶ（ケーブルテレビ）などの電子通信回線を通じて
配信された情報を表示することが多くなり、特に動画情
報を表示する機会が増してきている。有機材料の応答速
度は非常に高いため、発光装置は動画表示に好ましい。
【０３１５】また、発光装置は発光している部分が電力
を消費するため、発光部分が極力少なくなるように情報
を表示することが望ましい。従って、携帯情報端末、特
に携帯電話や音響再生装置のような文字情報を主とする
表示部に発光装置を用いる場合には、非発光部分を背景
として文字情報を発光部分で形成するように駆動するこ
とが望ましい。
【０３１６】以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広
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く、あらゆる分野の電子機器に用いることが可能であ
る。また本実施例は、実施例１～８と自由に組み合わせ
て実施することが可能である。
【０３１７】（実施例１０）本実施例では、本発明の第
３の構成のより具体的な構成と、温度による輝度の変化
を実測値に基づいて説明する。
【０３１８】図２９（Ａ）に、本実施例の発光装置が有
する、モニター用発光素子の接続の様子を示す。７０１
は電源供給線、７０２はバッファアンプ、７０３はモニ
ター用発光素子、７０４は定電流源、７０５は画素部の
発光素子の１つを示している。
【０３１９】なお、図２９では、画素部の駆動用ＴＦＴ
がオンの状態にある場合を示しており、駆動用ＴＦＴは
図示しておらず、画素部の発光素子７０５の画素電極
と、電源供給線７０１とを直接接続している。
【０３２０】また、図２９（Ａ）では、画素部の発光素
子７０５の陽極を画素電極として用いているが、本実施
例はこの構成に限定されない。陰極を画素電極として用
いていても良い。
【０３２１】本実施例の定電流源７０４は、アンプと、
可変抵抗と、バイポーラトランジスタを有している。Ｖ
１とＶ２は所定の電圧の印加を意味しており、アノード
に印加される電圧＜Ｖ２＜Ｖ１の関係を満たしている。
なお、アノードに印加される電圧と、Ｖ２と、Ｖ１の関
係は、画素電極に陽極を用いるか陰極を用いるかで変わ
ってくる。発光素子に順バイアスの電流が流れるよう
に、アノードに印加される電圧と、Ｖ２と、Ｖ１の関係
を適宜設定する。また、定電流源７０４は、図２９
（Ａ）に示した構成に限定されず、公知の定電流源を用
いることができる。
【０３２２】定電流源７０４の出力端子は、モニター用
発光素子７０３の画素電極に接続されている。なお画素
部の発光素子７０５において陽極を画素電極として用い
ている場合、モニター用発光素子７０３においても陽極
を画素電極として用いる。逆に、画素部の発光素子７０
５において陰極を画素電極として用いている場合、モニ
ター用発光素子７０３においても陰極を画素電極として
用いる。図２９（Ａ）では、モニター用発光素子７０３
において、陽極を画素電極として用いる。
【０３２３】定電流源７０４の出力端子が、モニター用
発光素子７０３の画素電極に接続されることで、モニタ
ー用発光素子７０３に電流が流れる場合、その値は常に
一定に保たれることになる。また、そして発光素子が有
する有機化合物層の温度が変化すると、モニター用発光
素子７０３を流れる電流の大きさが変化しないかわり
に、定電流源７０４に接続されているモニター用発光素
子７０３の画素電極の電位が変化する。
【０３２４】一方バッファアンプ７０２は２つの入力端
子と１つの出力端子とを有しており、２つの入力端子の
うち一方は非反転入力端子（＋）、もう一方は反転入力
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端子（－）である。モニター用発光素子７０３の画素電
極の電位は、バッファアンプ７０２の非反転入力端子に
与えられる。
【０３２５】バッファアンプ７０２は、定電流源７０４
に接続されたモニター用発光素子７０３の画素電極の電
位が、電源供給線７０１の配線容量等の負荷によって変
化するのを防ぐ回路である。よってバッファアンプ７０
２の非反転入力端子に与えられた電位は、電源供給線７
０１の配線容量等の負荷によって変化することなく出力
端子から出力され、画素部の発光素子７０５の画素電極
に与えられる。よって、モニター用発光素子７０３に流
れる電流と、画素部の発光素子７０５に流れる電流は等
しくなる。
【０３２６】そして、環境温度の変化により、モニター
用発光素子７０３または画素部の発光素子７０５の有機
化合物層の温度が変化しても、各発光素子に一定の電流
が流れるようになる。よって発光装置の環境温度が上昇
しても、発光装置の消費電力が大きくなるのを抑えるこ
とができる。
【０３２７】図２９（Ａ）に示した構成を有する発光装
置が有する、画素部の発光素子７０５の、温度による輝
度の変化の測定値を図２９（Ｂ）に示す。なお、補正あ
りのグラフが本発明の発光装置の測定値であり、補正な
しのグラフは、本発明の第３の構成を有さない発光装置
の測定値である。
【０３２８】図２９（Ａ）から明らかなように、補正な
しのグラフでは温度の上昇と共に輝度が高くなってい
る。しかし補正ありのグラフでは、温度が上昇しても輝
度がほぼ一定に保たれている。電流と輝度は比例関係に
あるので、本発明の発光装置では、温度が上昇しても電
流を一定に保つことができ、消費電力を抑えることがで
きることがわかる。
【０３２９】また、発光素子は、有機発光層の劣化によ
り輝度の低下が引き起こされるが、同じ程度劣化してい
ても、陰極と陽極の間に流れる電流を一定に保っていた
ほうが、陰極と陽極の間にかかる電圧を一定に保ってい
るよりも、輝度の低下が小さい。よって本発明の発光装
置は発光素子に流れる電流を一定に保つことが可能であ
るので、劣化による輝度の低下を抑えることができると
いえる。
【０３３０】本実施例は、実施例１～９の構成と、自由
に組み合わせて実施することが可能である。
【０３３１】
【発明の効果】本発明の第１の構成によって、発光素子
に流れる電流の大きさをある程度抑えることができ、発
光装置の消費電力を抑えることができる。また本発明の
第２の構成によって、画素に入力されるデジタルビデオ
信号のビット数が少なくなるので、ソース信号線駆動回
路及びゲート信号線駆動回路によってデジタルビデオ信
号が画素に書き込まれる回数が少なくなる。そのためソ
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ース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路の消費電
力を抑えることができ、発光装置の消費電力も抑えるこ
とができる。また本発明の第３の構成によって、有機化
合物層の温度が変化しても発光素子を流れる電流の大き
さを一定に保つことができる。よって発光装置の環境温
度が上昇し、発光装置の消費電力が大きくなるのを抑え
ることができる。
【０３３２】本発明は上述した第１から第３の構成によ
って、発光装置及び該発光装置を用いた電子機器の消費
電力を抑えることが可能である。なお本発明は、第１か
ら第３の構成のいずれか１つを有していればよい。また
第１から第３の構成のうちの複数の構成を有していても
良いし、全てを有していても良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の発光装置のブロック図。
【図２】  本発明の発光装置のブロック図。
【図３】  本発明の発光装置のブロック図。
【図４】  本発明の発光装置のブロック図。
【図５】  本発明の発光装置の電源供給線とモニター用
発光素子の接続の様子を示す図。
【図６】  本発明の発光装置の画素部を示す図。
【図７】  本発明の発光装置の画素の拡大図。
【図８】  本発明の発光装置の駆動方法を示す図。
【図９】  本発明の発光装置のブロック図。
【図１０】  本発明の発光装置の画素部を示す図。
【図１１】  本発明の発光装置の画素の拡大図。
【図１２】  本発明の発光装置の駆動方法を示す図。
【図１３】  本発明の発光装置のソース信号線駆動回路
の回路図。
【図１４】  ラッチ（Ａ）の一部の上面図。
【図１５】  切り変え回路の回路図。
【図１６】  アナログスイッチの等価回路図。
【図１７】  本発明の発光装置のソース信号線駆動回路
の回路図。
【図１８】  クロック信号制御回路、タイミング信号制
御回路、スタートパルス信号制御回路の回路図。
【図１９】  本発明の発光装置のソース信号線駆動回路
の回路図。
【図２０】  本発明の発光装置のソース信号線駆動回路
の回路図。
【図２１】  本発明の発光装置の電源供給線とモニター
用発光素子の接続の様子を示す図。
【図２２】  加算回路の回路図。
【図２３】  発光装置の作製方法を示す図。
【図２４】  発光装置の作製方法を示す図。
【図２５】  発光装置の作製方法を示す図。
【図２６】  発光装置の作製方法を示す図。
【図２７】  本発明の発光装置を用いた電子機器の図。
【図２８】  本発明の発光装置を用いた電子機器の図。
【図２９】  本発明の発光装置の電源供給線とモニター
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用発光素子の接続の様子を示す図と、発光素子の温度に*
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*よる輝度の特性を示すグラフ。
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一个目的是抑制发光器件的功耗。 解决方案：图像的亮度或暗度取决于
在像素部分显示的图像的亮度，或者从低位删除输入到像素部分的数字
视频信号的位，以减少位数。 可替代地，在发光器件中设置用于温度监
测的发光元件，使得即使当有机化合物层的温度改变时，流过设置在像
素部分中的发光元件的电流的大小也总是保持恒定。 通过抑制随着温度
升高流经发光元件的电流的增加来抑制显示装置的功耗。


